
津市上下水道事業局

水 道 工 務 課

前 金 部 分 払

及 び 工 事 監 督 員 の 指 示 に よ る 。

二級河川相川河川改修（新相川橋）事業に伴う配水管移設工事（仮設）（その２）設計書

工 事 仕 様 は 特 記 以 外 は 三 重 県 公 共 工 事 共 通 仕 様 書

有 －

令 和 ４ 年 度

水 工 第 ３ ３ 号
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項

目

1 23.0 ｍ

2 1 箇所

3 2 箇所

令和４年度 水工 第３３号 工 事 設 計 書

施工場所
津市　藤方及び高茶屋小森上野町　地
内

局　　　長

次　　　長

資本的支出

工　事　名
二級河川相川河川改修（新相川橋）事業
に伴う配水管移設工事（仮設）（その２）

担当参事兼課長

検　算　者

調整担当主幹

担当主幹

設　計　額

仮設空気弁設置工 φ７５ｍｍ

(うち消費税等相当額   \

工　　　期 令和　５年　８月　４日限り

建設改良費 建設改良費

工 事 の 大 要

仮設管布設工 ＤＩＰφ７００ｍｍ

担当副主幹

設　計　者

支出科目

資本的支出

不断水切替弁設置工 φ７００ｍｍ

配水及び給水施設費 建設改良費
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91
(0
)

数
量
増
減

単
位

規
格

　
　
　

m

今
回
数
量

  
  
  
  
1

　
　
　

  
  
  
18
0

m3 式

  
  
  
  
2

　
　

　
　
　

(新
相
川
橋
)事

業
に
伴
う
配
水
管
移
設
工
事
(仮

設
)(
そ
の
２
)

　
　
　
管
路
埋
戻

　
　
　
管
路
埋
戻

　
　
　
舗
装
版
取
壊
し
積
込

　
　
　
発
生
土
処
理

摘
要

　
　
管
布
設
工

　
　

m2

事
業
区
分

前
回
数
量

- 
8 
-

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
版
15
cm
以
下

箇
所

  
  
  
 7
0

11



　
　
　
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
塊
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
塊
処
理

水
道
工
事

当
初

4t
積
_B
H山

積
0.
45
m3

　
　
　

  
  
  
  
2

　
　
　

建
設
改
良
工
事

工
事
区
分

・
工
種
・
種
別
・
細
別令

和
４
年
度
水

工
第
３
３
号
　
二
級
河
川
相
川
河
川
改
修
  
  
  
  
  
  
  
  

工
事
区
分

　
　
　
型
枠

　
　
　
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装

m3

工
事
数
量
総
括
表

津
市

RC
-4
0

工
事
名

m2

管
受
台
コ
ン
ク
リ
ー
ト

　
　
　

  
  
  
 4
5

50
4-
20
1s
00
0-
00
35
3-
91
(0
)

数
量
増
減

  
  
  
 4
0

　
　
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト

単
位

m3

規
格

　
　
　

今
回
数
量

  
  
  
  
1

　
　
　

m3

  
  
  
 1
6

  
  
  
 1
1

式 - 
9 
-

As
殻

　
　

　
　
　

再
生
密
粒
度
ｱｽ
ｺﾝ
_(
13
) 
車
道

(新
相
川
橋
)事

業
に
伴
う
配
水
管
移
設
工
事
(仮

設
)(
そ
の
２
)

　
　
　
建
設
廃
棄
物
受
入
れ
料
金

  
  
  
 4
7

　
　
基
礎
工

摘
要

　
　
　
基
礎
砕
石

　
　
　

m2m2

　
　
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト

事
業
区
分

前
回
数
量

m3

  
  
  
  
2

ベ
ー
ス
コ
ン
ク
リ
ー
ト

12



式

水
道
工
事

当
初

　
　
　
鋼
矢
板
油
圧
圧
入
工

　
　
　

　
　
　
鉄
筋
工

  
  
  
 4
2

　
　

　
　
　
切
梁
・
腹
起
し
設
置
・
撤
去

　
　
　

建
設
改
良
工
事

  
  
  
  
1

圧
入

　
　
不
断
水
仮
設
工

工
事
区
分

・
工
種
・
種
別
・
細
別令

和
４
年
度
水

工
第
３
３
号
　
二
級
河
川
相
川
河
川
改
修
  
  
  
  
  
  
  
  

工
事
区
分

　
　
　
鋼
矢
板
引
抜
き

枚

工
事
数
量
総
括
表

  
  
  
  
0.
1

2号
　
鋼
矢
板

津
市

工
事
名

　
　
　
鋼
矢
板
油
圧
圧
入
工

1号

  
  
  
 4
1

- 
10
 -

　
　
　

　
　
　
ガ
ス
切
断

t

SD
34
5　

D1
3

50
4-
20
1s
00
0-
00
35
3-
91
(0
)

数
量
増
減

単
位

2号
　
継
矢
板

規
格

　
　
　

今
回
数
量

箇
所

  
  
  
  
1

  
  
  
 1
4.
8

  
  
  
 4
1

回

　
　
　

　
　
　
油
圧
式
杭
圧
入
引
抜
機
据
付
・
解
体

枚

(新
相
川
橋
)事

業
に
伴
う
配
水
管
移
設
工
事
(仮

設
)(
そ
の
２
)

枚

  
  
  
 4
2

摘
要

1号

　
　
　

t

　
　
　

事
業
区
分

前
回
数
量

13



2号
　
継
矢
板

水
道
工
事

当
初

  
  
  
  
1

　
　
　

2号
　
継
矢
板

　
　
　

建
設
改
良
工
事

  
  
  
  
2

工
事
区
分

・
工
種
・
種
別
・
細
別令

和
４
年
度
水

工
第
３
３
号
　
二
級
河
川
相
川
河
川
改
修
  
  
  
  
  
  
  
  

工
事
区
分

枚 回

工
事
数
量
総
括
表

津
市

　
　
　
H形

鋼
チ
ャ
ッ
ク
取
付
け
・
取
外
し

工
事
名

　
　
　
油
圧
式
杭
圧
入
引
抜
機
設
置
・
撤
去

　
　
　

  
  
  
  
4

　
　
　
横
矢
板
設
置
・
撤
去

50
4-
20
1s
00
0-
00
35
3-
91
(0
)

数
量
増
減

単
位

引
抜
き

規
格

　
　
　

今
回
数
量

回
  
  
  
  
1

　
　
　

枚 - 
11
 -

  
  
  
  
4

  
  
  
  
4

1号 1号

　
　
　

(新
相
川
橋
)事

業
に
伴
う
配
水
管
移
設
工
事
(仮

設
)(
そ
の
２
)

枚

　
　
　
油
圧
圧
入
工
(H
形
鋼
)

摘
要

回

　
　
　
油
圧
式
杭
圧
入
引
抜
機
据
付
・
解
体

　
　
　
油
圧
引
抜
工
(H
形
鋼
)

　
　
　
油
圧
圧
入
工
(H
形
鋼
)

　
　
　

　
　
　

m2
  
  
  
 2
5

  
  
  
  
4

事
業
区
分

前
回
数
量

　
　
　
油
圧
引
抜
工
(H
形
鋼
)

枚

14



水
道
工
事

片
道
運
搬
距
離
　
1.
7k
m　

ス
ク
ラ
ッ
プ

当
初

式

  
  
  
  
1

　
　
　

鋼
矢
板

  
  
  
 2
1.
2

鋼
矢
板

t

　
　
　

建
設
改
良
工
事

鋼
矢
板

式

  
  
  
  
4

工
事
区
分

・
工
種
・
種
別
・
細
別

　
　
　
鋼
矢
板
・
Ｈ
形
鋼
（
埋
設
）

令
和
４
年
度
水

工
第
３
３
号
　
二
級
河
川
相
川
河
川
改
修
  
  
  
  
  
  
  
  

工
事
区
分

　
　
　
鋼
矢
板
・
Ｈ
形
鋼
（
一
部
撤
去
）

工
事
数
量
総
括
表

津
市

H形
鋼

t

工
事
名

  
  
  
  
1

　
　
　

  
  
  
  
1

50
4-
20
1s
00
0-
00
35
3-
91
(0
)

数
量
増
減

単
位

規
格

　
　
　

　
　
　
鋼
材
賃
料

今
回
数
量

H形
鋼

  
  
  
 1
4

  
  
  
  
2.
5

　
　
　
鋼
矢
板
・
Ｈ
形
鋼
（
一
部
撤
去
）

回t

　
　
　

  
  
  
  
1.
6

　
　
　

支
保
工

(新
相
川
橋
)事

業
に
伴
う
配
水
管
移
設
工
事
(仮

設
)(
そ
の
２
)

式

摘
要

　
　
　
現
場
発
生
品
お
よ
び
支
給
品
運
搬
費

　
　
　

　
　
　
鋼
材
賃
料

t

　
　
　
鋼
矢
板
・
Ｈ
形
鋼
（
埋
設
）

　
　
　

- 
12
 -

事
業
区
分

前
回
数
量

H形
鋼

　
　
　
鋼
材
賃
料

15



式

　
　

水
道
工
事

再
生
ｸﾗ
ｯｼ
ｬｰ
ﾗﾝ
RC
-4
0

当
初

　
　
　
管
路
埋
戻

  
  
  
17
0

　
　
　

　
　
　
管
路
埋
戻

購
入
土

口

　
　

　
　
　

建
設
改
良
工
事

m3 m3

工
事
区
分

・
工
種
・
種
別
・
細
別令

和
４
年
度
水

工
第
３
３
号
　
二
級
河
川
相
川
河
川
改
修
  
  
  
  
  
  
  
  

　
　
　
既
設
管
撤
去
切
断

工
事
区
分

- 
13
 -

　
本
管
撤
去
工
事

工
事
数
量
総
括
表

津
市

m3

工
事
名

　
　
　
発
生
土
処
理

　
　
　

  
  
  
17
0

  
  
  
  
1

　
　
管
布
設
工

式

50
4-
20
1s
00
0-
00
35
3-
91
(0
)

数
量
増
減

単
位

m3

規
格

　
　
管
路
土
工

今
回
数
量

　

  
  
  
  
1

  
  
  
  
1

鋳
鉄
管
　
φ
70
0

BH
山
積
0.
45
m3

(新
相
川
橋
)事

業
に
伴
う
配
水
管
移
設
工
事
(仮

設
)(
そ
の
２
)

  
  
  
14
0

式

摘
要

　
　
　

　
　
　

事
業
区
分

前
回
数
量

　
　
　
管
路
掘
削

4t
積
_B
H山

積
0.
45
m3

  
  
  
 6
0

  
  
  
 3
7

16



水
道
工
事

当
初

　
　
　

　
　
　
舗
装
版
切
断

  
  
  
  
4

片
道
運
搬
距
離
　
1.
7k
m　

ス
ク
ラ
ッ
プ

　
　
　

建
設
改
良
工
事

4t
積
_B
H山

積
0.
45
m3

式

　
　
　
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装

　
　
　
現
場
発
生
品
お
よ
び
支
給
品
運
搬
費

工
事
区
分

・
工
種
・
種
別
・
細
別令

和
４
年
度
水

工
第
３
３
号
　
二
級
河
川
相
川
河
川
改
修
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
10
9

工
事
区
分

　
　
　
舗
装
版
取
壊
し
積
込

舗
装
版
厚
0c
mを

超
え
10
cm
以
下

工
事
数
量
総
括
表

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
版
15
cm
以
下

　
　
　
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
塊
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
塊
処
理

津
市

鋳
鉄
管
　
φ
70
0

As
殻

工
事
名

　
　
　
既
設
管
吊
上
げ
積
込
み

- 
14
 -

50
4-
20
1s
00
0-
00
35
3-
91
(0
)

数
量
増
減

単
位

回 m3

規
格

　
　
　

  
  
  
 7
2

今
回
数
量

　
　

  
  
  
  
1

再
生
密
粒
度
ｱｽ
ｺﾝ
_(
13
) 
車
道

m

　
　
　

  
  
  
 7
2

　
　
　

(新
相
川
橋
)事

業
に
伴
う
配
水
管
移
設
工
事
(仮

設
)(
そ
の
２
)

　
　
附
帯
工

摘
要

　
　
　

　
　
　
建
設
廃
棄
物
受
入
れ
料
金

m

　
　
　

m2m2

事
業
区
分

  
  
  
 1
8

前
回
数
量

m3

  
  
  
11
0

  
  
  
  
4

17



　
　
　
支
保
材
賃
料

水
圧
式
パ
イ
プ
サ
ポ
ー
ト

水
道
工
事

当
初

式

  
  
  
  
1

　
　
仮
設
工

　
　
　

m

水
圧
ポ
ン
プ

　
　
　

建
設
改
良
工
事

　
　
　
軽
量
鋼
矢
板
賃
料

  
  
  
  
1

式

　
　
　
軽
量
鋼
矢
板
た
て
込
み
（
両
側
分
）

工
事
区
分

・
工
種
・
種
別
・
細
別令

和
４
年
度
水

工
第
３
３
号
　
二
級
河
川
相
川
河
川
改
修
  
  
  
  
  
  
  
  

　
　
　
支
保
材
賃
料

工
事
区
分

  
  
  
 5
3.
1

設
置
・
撤
去
区
分
：
設
置
・
撤
去
　
設
置
段

　
　
　
軽
量
鋼
矢
板
引
き
抜
き
（
両
側
分
）

　
　
　
支
保
材
賃
料

工
事
数
量
総
括
表

津
市

工
事
名

  
  
  
  
1

　
　
　

  
  
  
  
1

  
  
  
 5
3.
1

式

50
4-
20
1s
00
0-
00
35
3-
91
(0
)

数
量
増
減

腹
起
し

単
位

規
格

今
回
数
量

  
  
  
  
1

数
：
２
段
(3
.5
m以

下
)切

梁
材
種
別
：
軽
量

  
  
  
 5
3.
1

　
　
　
支
保
工
（
軽
量
金
属
製
）

m

　
　
　

m - 
15
 -

　
　
　

(新
相
川
橋
)事

業
に
伴
う
配
水
管
移
設
工
事
(仮

設
)(
そ
の
２
)

式

　
　

摘
要

掘
削
深
3.
5m
以
下

　
　
　

　
　
　

事
業
区
分

前
回
数
量

金
属
　
水
圧
式

式

掘
削
深
3.
5m
以
下

18



式

水
道
工
事

当
初

式

  
  
  
  
1

　
　
　
交
通
誘
導
警
備
員

　

建
設
改
良
工
事

  
  
  
  
1

　
共
通
仮
設
費

式 式

工
事
区
分

・
工
種
・
種
別
・
細
別令

和
４
年
度
水

工
第
３
３
号
　
二
級
河
川
相
川
河
川
改
修
  
  
  
  
  
  
  
  

工
事
区
分

工
事
数
量
総
括
表

津
市

工
事
名

　
　
運
搬
費

　
仮
設
工

  
  
  
  
1

m2 人
日

  
  
  
  
1

　

50
4-
20
1s
00
0-
00
35
3-
91
(0
)

数
量
増
減

単
位

規
格

　
　
　

今
回
数
量

　
　

  
  
  
  
1

  
  
  
 2
7

　
　
交
通
管
理
工

  
  
  
  
1

  
  
  
  
1

(新
相
川
橋
)事

業
に
伴
う
配
水
管
移
設
工
事
(仮

設
)(
そ
の
２
)

直
接
工
事
費

共
通
仮
設

　
　

式 - 
16
 -

摘
要

　
　
　
足
場
工

　
　
　

事
業
区
分

前
回
数
量

式

19



式

　
　

水
道
工
事

- 
17
 -

　
　
　
仮
設
材
等
運
搬
費
（
往
復
）

当
初

式
　
　
　
建
設
機
械
運
搬
費

  
  
  
  
1

　
　
　

軽
量
鋼
矢
板

油
圧
杭
圧
入
引
抜
機
　
搬
出

　
　
　

  
  
  
  
1

軽
量
鋼
矢
板

式

鋼
矢
板
・
H形

鋼
支
保
材
等

式

工
事
区
分

・
工
種
・
種
別
・
細
別令

和
４
年
度
水

工
第
３
３
号
　
二
級
河
川
相
川
河
川
改
修
  
  
  
  
  
  
  
  

工
事
区
分

油
圧
杭
圧
入
引
抜
機
　
搬
入

工
事
数
量
総
括
表

津
市

工
事
名

  
  
  
  
1

　
　
事
業
損
失
防
止
施
設
費

　
　
　

  
  
  
  
1

式

50
4-
20
1s
00
0-
00
35
3-
91
(0
)

　
　
　
試
掘
工

数
量
増
減

共
通
仮
設
費

単
位

　
　
　
仮
設
材
等
運
搬
費
（
往
復
）

規
格

　
　
　

今
回
数
量

  
  
  
  
1

  
  
  
  
1

　
　
　
建
設
機
械
運
搬
費

  
  
  
  
1

  
  
  
  
1

鋼
矢
板
・
H形

鋼
支
保
材
等

式

　
　
　

(新
相
川
橋
)事

業
に
伴
う
配
水
管
移
設
工
事
(仮

設
)(
そ
の
２
)

式

摘
要

　
　
　
仮
設
材
等
積
込
み
取
卸
し
（
往
復
）

　
　
　

　
　
　

事
業
区
分

前
回
数
量

　
　
　
仮
設
材
等
積
込
み
取
卸
し
（
往
復
）

式

20



水
道
工
事

当
初

式

  
  
  
  
1

　

  
  
  
  
1

式 式

工
事
区
分

・
工
種
・
種
別
・
細
別令

和
４
年
度
水

工
第
３
３
号
　
二
級
河
川
相
川
河
川
改
修
  
  
  
  
  
  
  
  

工
事
区
分

　　
現
場
管
理
費

- 
18
 -

工
事
数
量
総
括
表

津
市

工
事
名

　
　
　
通
水
試
験
工

  
  
  
  
1

工
事
原
価

　
　
技
術
管
理
費

　

  
  
  
  
1

式

50
4-
20
1s
00
0-
00
35
3-
91
(0
)

数
量
増
減

共
通
仮
設
費

単
位

規
格

今
回
数
量

　
共
通
仮
設
費
（
率
計
上
）

日

ス
ク
ラ
ッ
プ
評
価
額
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名　　　称 集計

名　　　称 規　　　格 計 算 式 算 単位

管路掘削(1) 87.13 + 89.31 m3 176.4

管路埋戻(1) RC-40 35.30 + 35.80 m3 71.1

管路埋戻(2) 埋戻し用砂 29.73 + 31.89 m3 61.6

発生土処理 土砂 87.13 + 89.31 m3 176.4

舗装版切断
　
t≦300

14.00 + 20.00 ｍ 34.0

舗装版取壊し積込
AS
ｔ=5㎝

23.32 + 24.00 m2 47.3

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊処理 As殻 1.17 + 1.20 m3 2.4

アスファルト舗装
再生密粒度As13
t=5㎝

23.32 + 24.00 m2 47.3

基礎砕石
再生砕石RC-40
t=15cm

19.75 + 20.44 m2 40.2

ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾍﾞｰｽｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40

7.90 + 8.18 m3 16.1

ｺﾝｸﾘｰﾄ
管受台ｺﾝｸﾘｰﾄ
24-8-25

5.79 + 5.18 m3 11.0

型枠 23.35 + 21.28 m2 44.6

鉄筋工 D13 0.03 + 0.03 t 0.1

鋼矢板油圧圧入工1号 41.00 枚 41.0

鋼矢板油圧圧入工2号　継矢板 42.00 枚 42.0

鋼矢板引抜き 1号 41.00 枚 41.0

ガス切断 2号　鋼矢板 42.00 箇所 42.0

切梁・腹起し設置・撤去 7.29 + 7.54 t 14.8

油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入 1.00 + 1.00 回 2.0

油圧式杭圧入引抜機据付・解体 引抜き 1.00 + 1.00 回 2.0

バイブロハンマ施工によるH形鋼打込み 4.00 + 4.00 本 8.0

バイブロハンマ施工によるH形鋼引抜き 1号　H鋼 4.00 本 4.0

ガス切断 2号 4.00 箇所 4.0

横矢板設置・撤去 14.86 + 10.21 m2 25.1

鋼材費 鋼矢板Ⅳ型 式 1.0

鋼材費 H鋼 式 1.0

鋼材賃料 鋼矢板Ⅳ型 式 1.0

鋼材賃料 H鋼鋼 式 1.0

鋼材賃料 支保工 式 1.0

不断水土工・付帯工・基礎工・不断水仮設工

数　　量
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名　　　称 １箇所当り

略　　図 不断水切替弁詳細図

掘削深 H ＝ 4.460

φ700 π/4 × 0.733
2

＝ 0.422

名　　　称 規　　　格 計 算 式 算 単位

管路掘削(1) 5.630 × 3.630 × 4.410 － 0.680 × 4.410 ＝ ｍ3 87.13

管路埋戻(1) RC-40 5.630 × 3.630 × 1.930 － 0.37

- 0.680 × 1.930 ＝ ｍ3 35.30

管路埋戻(2) 埋戻し用砂 5.630 × 3.630 × 1.930 － 8.40

- 0.680 × 1.930 ＝ ｍ3 29.73

発生土処理 土砂 ＝ ｍ3 87.13

舗装版切断
　
t≦300

6.00 × 1.00 + 4.00 × 2.00 ＝ ｍ 14.00

舗装版取壊し積込
AS
ｔ=5㎝

4.00 × 6.00 - 0.680 ＝ ｍ2 23.32

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊処理 As殻 23.32 × 0.050 ＝ ｍ3 1.17

アスファルト舗装
再生密粒度As13
t=5㎝

23.32 ＝ ｍ2 23.32

控除量
不断水切替弁

φ700 ｍ3 8.40

控除量
マンホ-ル

φ480 π/4 × × 2.07 ｍ3 0.37

控除面積 1/2 × 0.610 × 2.240 ｍ2 0.68

φ0.482

不　断　水　土　工(1号)　・　付　帯　工

数　　量

  1.300×1.460×1.95+ π/4×0.7332×4.170+0.700×
1.030×2.04×2

2520

7
8
0

1
3
50

16
5
0
(
横

矢
板

)

1
8
70
(
横

矢
板
)

95
0

75
0
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0

92
0

13
50

18
70

78
0

2800 3200

3600

1000

2400

鋼
矢
板

Ⅳ
型

　
N=

2枚

96
3

30
00

50
0

15
0

40
0

73
3

15
80

11
00

0

50
0

2800 3200

6000

鋼矢板Ⅳ型　N=16枚

切梁

鋼矢板Ⅳ型　L=11.0m

横矢板

腹起し

鋼矢板

鋼
矢

板
Ⅳ

型
　

N=
4枚

鋼矢板Ⅳ型　N=15枚

40
00

6000

No
.0

H-400×400×13×21×22

第 2 段 梁

第 1 段 梁

切梁材 L=2.3m

切梁材 L=2.4m

H-400×400×13×21×22
腹起し材 L=5.6m

H-300×300×10×15

H-400×400×13×21×22
切梁材 L=2.8m

H-300×300×10×15
切梁材 L=3.0m

不断水切替弁　T型
φ700×φ700

▽-0.363

▽0.600

▽3.600

▽4.100

▽4.600

（床付面）

断 面 図

L=11.0m　N=15枚
鋼矢板Ⅳ型

親杭H-300×300×10×15
L=11.0m
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不断水仮設工材料計算(1号)

延 長 ｍ

本 数 枚

材    質 単 位 数量 備    考

土
留
鋼
矢
板

打
込
み

、
撤
去

鋼矢板Ⅲ型

延 長 ｍ

本 数 枚

重 量 ｔ 34.3    

重 量 ｔ

鋼矢板Ⅳ型

仮
設
材

延 長 ｍ

H-400×400×13×21 本 数 本

重 量 ｔ

延 長 ｍ

H-300×300×10×15 本 数 本

11.3    

2     

重 量 ｔ

延 長 ｍ

1.7    

5.1    

H-400×400×13×21 本 数 本

重 量 ｔ

2     

1.0    

重 量 ｔ

H-300×300×10×15 本 数 本

延 長 ｍ 5.4    

0.8    

2     

横
矢
板

  横矢板 設置面積（30mm） 面 積 ｍ2

  横矢板 設置面積（60mm） 面 積 ｍ
2

  横矢板 設置面積（45mm） 面 積 ｍ
2

  横矢板 設置面積（75mm） 面 積

延 長 ｍ

重 量 ｔ

ｍ
2

H-250×250×9×14 本 数 本

  横矢板 設置面積（90mm） 面 積 ｍ
2

H-300×300×10×15 本 数 本

44.0    

腹
起
し

切
 

梁

重 量 ｔ

鋼
杭

本 数 本

延 長 ｍ

11.3    

4.1    

4     

副
部
材

延 長 ｍ

仮 設 材 合 計 ｔ

14.9    

2     

2.3    

451.0    

41    

7.3    

1.5    重 量 ｔ
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1号

鋼矢板　Ⅳ型

長さ L= （m）

有効幅 W= （mm）

単位重量 （㎏/m/枚）

圧入長　=　11.0m

打設枚数

/ = ＝

/ = ＝

/ = ＝

/ = ＝

/ = ＝

/ = ＝

＝

鋼矢板重量

/ × × =

L=

引抜枚数

H-300×300×10×15

長さ L= （m）

設置本数 N= （本）

単位重量 （㎏/m/本）

/ × × =

× - × 2 =

× - × 2 =

不断水切替弁立坑(1号)　仮設工計算書

76.1

鋼矢板引抜き 11.00 ｍ

34.32

41

5.800 15

ｍ2

4

1.350 0.4 3.375 4

2

0.4

数　　量

不断水仮設工

種　　別 算　　　　　定　　　　　式 単位

11.00 41 34.321

π/4 0.733 7.918

76.1 1000

横矢板 1.65 4.46 π/4 0.733 6.937

14.861.87 4.46

t 4.0993.0 1000 11.000 4 4.092

Ｈ形鋼油圧圧入工

11.00

93.0

4

1.350 0.4 3.375

41.0 箇所

2.520 0.4 6.3 7

0.780 0.4 1.95

t

41 枚

93.600 0.4

41

9

11.00

14.5

400

鋼矢板油圧圧入工
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1号

①腹起し

長さ；本数 L1 ＝ 長さ；本数 L1 ＝ (m)

設置段数 ｎ ＝ 1 設置段数 ｎ ＝ 1 (段

単位重量 単位重量 (㎏/m/本

L1=5.7+5.6 L1=5.7+5.6

段数

/ × × 1 ＝

/ × × 1 ＝

②切梁

長さ；本数 L2 ＝ 長さ；本数 L2 ＝ (m)

設置段数 ｎ ＝ 1 設置段数 ｎ ＝ 1 (段

単位重量 単位重量 (㎏/m/本

L2=2.3+2.8 L2=2.4+3.0

段数

/ × × 1 ＝

/ × × 1 ＝

W ＝ ＋ ＋ ＋ ＝ ｔ

主部材×22％

W1 ＝ × ＝ ｔ

主部材×4％

W2 ＝ × ＝ ｔ

仮設工（切梁・腹起し）設置・撤去

W ＝ ＋ ＋ ＝

11.300 11.300

単位 数　　量

5.100

H-400×400×13×21 Ｈ－300×300×10×15

不断水切替弁立坑　仮設工計算書

種　　別

5.400

H-400×400×13×21 Ｈ－300×300×10×15

0.810

200.0 1000

150.0 1000 11.300 1.695

算　　　　　定　　　　　式

11.300 2.260

200.0 150.0

200.0 150.0

5.785 1.273 0.231 7.289 ｔ 7.29

副部材（B）

5.785 0.04 0.231

副部材（A）

5.785 0.22 1.273

1.020 0.810

200.0 1000 5.100 1.020

2.260 1.695 5.785

150.0 1000 5.400

鋼製支保工
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名　　称 形 状・寸 法 算　　　  出 　　　 式 数　　量

基礎工

 基礎砕石
RC-40
t=150

A＝ 3.630 × 5.630 - 1/2 × 0.610 × 2.240 ＝ 19.754 19.75 ｍ2

 ｺﾝｸﾘｰﾄ工
ﾍﾞｰｽｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40

V＝ 19.754 × 0.400 ＝ 7.902 7.90 ｍ2

 ｺﾝｸﾘｰﾄ工
管受台ｺﾝｸﾘｰﾄ
24-8-25

V＝ 1.300 × 1.460 × 1.950 ＝ 3.701

V＝ 0.700 × 1.150 × 2.040 × 2 ＝ 3.284

配管貫通部控除分

V＝ 1.460 × π/4 × 0.73
2

＝ －0.611

V＝( 0.700 ＋ 0.700 )× π/4 × 0.73
2

＝ －0.586

合計 5.788 5.79 ｍ3

型枠工 A＝  2 ×（ 1.460+1.300 ） × 1.950 ＋ 2 × （ 0.700 ＋ 1.15 ） ×

2.040 ＋ 2 × （ 0.700 ＋ 1.15 ） × 2.040 － （ π/4 × 0.73 2 × 2

＋ π/4 × 0.73 2 × 4 ） ＝ 23.350 23.35 ｍ2

鉄筋工 鉄筋重量表より

D13 ＝ 32.620 kg 0.0326 t

不　断　水　基　礎　工 (　1　号 )数　量　計　算　書
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名　　　称 １箇所当り

略　　図 不断水切替弁詳細図

掘削深 H ＝ 4.420

φ700 π/4 × 0.733
2

＝ 0.422

名　　　称 規　　　格 計 算 式 算 単位

管路掘削(1) 5.630 × 3.630 × 4.370 ＝ ｍ3 89.31

管路埋戻(1) RC-40 5.630 × 3.630 × 1.880 － 2.63 ＝ ｍ3 35.80

埋戻し用砂 5.630 × 3.630 × 1.940 － 7.76 ＝ ｍ3 31.89

管路埋戻(2) 土砂 ＝ ｍ3 89.31

発生土処理

舗装版切断
　
t≦300

6.00 × 2.00 + 4.00 × 2.00 ＝ ｍ 20.00

舗装版取壊し積込
AS
ｔ=5㎝

4.00 × 6.00 ＝ ｍ2 24.00

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊処理 As殻 4.000 × 6.000 × 0.050 ＝ ｍ3 1.20

アスファルト舗装
再生密粒度As13
t=5㎝

4.00 × 6.00 ＝ ｍ2 24.00

控除量
不断水切替弁

φ700 ｍ3 7.76

控除量
マンホ-ル

φ1200 π/4 × × 1.92 ｍ3 2.63

  1.450×1.450×1.95+ π/4×0.7332×3.910+0.500×
1.030×1.95×2

φ1.322

不　断　水　土　工(2号)　・　付　帯　工

数　　量

1
25
0
(
横
矢

板
)

1
2
5
0(
横

矢
板

)

4
36
7
(切

断
延

長
)

2645 3355

6000

1000 1000

鋼矢板Ⅳ型　N=15枚

鋼矢板

腹起し

横矢板

切梁

鋼矢板Ⅳ型
L=11.0m　N=15枚

断 面 図

（床付面）

▽5.00

▽4.50

▽4.00

▽1.00

▽0.083

φ700×φ700
不断水切替弁T型

切梁材 L=2.83m
H-400×400×13×21×22

H-300×300×10×15

腹起し材 L=5.63m
H-400×400×13×21×22

H-300×300×10×15

第 1 段 梁

第 2 段 梁

H-400×400×13×21×22

2 6 5 0 3 3 5 0

6 0 0 0

腹起し材 L=5.63m 鋼矢板Ⅳ型L=11.0m

15
0
40
0

11
05

73
3

20
30

91
7

30
00

50
0

50
0

60
38

切梁材 L=3.03m

切梁材 L=3.03m
H-300×300×10×15

13
50

13
00

13
50

40
00

65
0

65
0

鋼
矢
板
Ⅳ
型
　
N=

3枚
鋼

矢
板
Ⅳ
型
　
N=
3枚

65
0

65
0

親杭H-300×300×10×15
L=11.0m

切梁材 L=2.83m
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不断水仮設工材料計算(2号)

延 長 ｍ 462.0    

本 数 枚 42    

材    質 単 位 数量 備    考

土
留
鋼
矢
板

打
込
み

、
撤
去

鋼矢板Ⅲ型

延 長 ｍ

本 数 枚

重 量

重 量 ｔ 35.2    

ｔ

鋼矢板Ⅳ型

仮
設
材

腹
起
し

延 長 ｍ 11.3    

H-400×400×13×21 本 数 本 2     

重 量 ｔ 2.3    

延 長 ｍ 11.3    

H-300×300×10×15 本 数 本 2     

重 量 ｔ 1.7    

切
 

梁

延 長 ｍ 5.7    

重 量 ｔ 1.1    

H-400×400×13×21 本 数 本 2     

延 長 ｍ 6.1    

H-300×300×10×15 本 数 本 2     

重 量 ｔ 0.9    

本 数 本

延 長 ｍ
副
部
材

横
矢
板

  横矢板 設置面積（30mm） 面 積 ｍ2 10.2    

  横矢板 設置面積（60mm） 面 積 ｍ
2

  横矢板 設置面積（45mm） 面 積 ｍ
2

重 量 ｔ 1.6    

  横矢板 設置面積（90mm） 面 積 ｍ
2

  横矢板 設置面積（75mm） 面 積 ｍ
2

仮 設 材 合 計 ｔ 7.5    

鋼
杭

延 長 ｍ 44.0    

重 量 ｔ 4.1    

H-300×300×10×15 本 数 本 4     

重 量 ｔ

延 長 ｍ

H-250×250×9×14 本 数 本
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2号

鋼矢板　Ⅳ型

長さ L= （m）

有効幅 W= （mm）

単位重量 （㎏/m/枚）

圧入長　=　11.0m

打設枚数

× 2 / ＋ （ － ） × 2 /

＝

鋼矢板重量

/ × × =

N=

引抜枚数

H-300×300×10×15

長さ （m）

設置本数 N= （本）

単位重量 （㎏/m/本）

/ × × =

H-300×300×10×15

N=

( × - × 2 )× 2 =

11.00

400

不断水切替弁立坑(2号)　仮設工計算書

76.1

種　　別 算　　　　　定　　　　　式 単位 数　　量

不断水仮設工

鋼矢板油圧圧入工

6.000 0.4 4.000 1.600 0.4

76.1 1000 11.00 42 35.158 t 35.16

42 枚 42

42.0 箇所 42

鋼矢板切断工

11.00

4

Ｈ形鋼油圧圧入工

93.0

t 4.0993.0 1000 11.000 4 4.092

箇所 4

10.2061.25 4.42 π/4 0.733

Ｈ形鋼切断工

横矢板 ｍ2 10.21

4

35



2号

①腹起し

長さ；本数 L1 ＝ 2 本 長さ；本数 L1 ＝ 2 本 (m)

設置段数 ｎ ＝ 1 設置段数 ｎ ＝ 1 (段

単位重量 単位重量 (㎏/m/本

設置本数 段数

/ × × 2 × 1 ＝

/ × × 2 × 1 ＝

②切梁

長さ；本数 L2 ＝ 2 本 長さ；本数 L1 ＝ 2 本 (m)

設置段数 ｎ ＝ 1 設置段数 ｎ ＝ 1 (段

単位重量 単位重量 (㎏/m/本

設置本数 段数

/ × × 2 × 1 ＝

/ × × 2 × 1 ＝

W ＝ ＋ ＋ ＋ ＝ ｔ

主部材×22％

W1 ＝ × ＝ ｔ

主部材×4％

W2 ＝ × ＝ ｔ

仮設工（切梁・腹起し）設置・撤去

W ＝ ＋ ＋ ＝

不断水切替弁立坑　仮設工計算書

種　　別 算　　　　　定　　　　　式 単位 数　　量

200.0 150.0

鋼製支保工

H-400×400×13×21 Ｈ－300×300×10×15

5.630 5.630

1000 5.630 2.252

150.0 1000 5.630 1.689

200.0

H-400×400×13×21 Ｈ－300×300×10×15

2.830 3.030

200.0 150.0

200.0 1000 2.830 1.132

150.0 1000 3.030 0.909

2.252 1.132 1.689 0.909 5.982

副部材（A）

5.982 0.22 1.316

副部材（B）

5.982 0.04 0.239

5.982 1.316 0.239 7.537 ｔ 7.54
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形 状・寸 法 算　　　  出 　　　 式 数　　量

基礎工

 基礎砕石
RC-40
t=150

A＝ 3.630 × 5.630 ＝ 20.437 20.44 ｍ2

 ｺﾝｸﾘｰﾄ工
ﾍﾞｰｽｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40

V＝ 3.630 × 5.630 × 0.400 ＝ 8.175 8.18 ｍ3

 ｺﾝｸﾘｰﾄ工
管受台ｺﾝｸﾘｰﾄ
24-8-25

V＝ 1.450 × 1.450 × 1.950 ＝ 4.100

V＝ 0.500 × 1.030 × 2.040 × 2 ＝ 2.101

配管貫通部控除分

V＝ 1.450 × π/4 × 0.73
2

＝ －0.607

V＝( 0.500 ＋ 0.500 )× π/4 × 0.73
2

＝ －0.418

合計 5.176 5.18 ｍ3

型枠工 A＝  2 ×（ 1.450+1.450 ） × 1.950 ＋ 2 × （ 0.500 ＋ 1.03 ） ×

2.040 ＋ 2 × （ 0.500 ＋ 1.03 ） × 2.040 － （ π/4 × 0.73 2 × 2

＋ π/4 × 0.73 2 × 4 ） ＝ 21.280 21.28 ｍ2

鉄筋工 鉄筋重量表より

D13 ＝ 32.620 kg 0.0326 t

不　断　水　基　礎　工 (　2　号 )数　量　計　算　書
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立
坑

鋼
材

賃
料

（
鋼

矢
板

Ⅳ
型

）

鋼
矢
板
Ⅳ
型

整
備
費

係
数

S
b

(円
/
t)

2
.6

1
号

L
=

ｍ
×

4
1
枚
×

0
.0
7
6
1
t/
m

＝
ｔ

種
別

規
格

供
用
日

質
量

日
当
り
賃
料
額

（
日
）

（
ｔ）

（
円
/
ｔ/
日
）

修
理
費
及
び
損
耗
費

計

a
A

ｍ
a×

A
×
ｍ

S
×
b

賃
料
額

F

（
円
）

(円
/
ｔ）

(円
）

鋼
矢
板

Ⅳ
型

5
6

3
4
.3
2
1

計

1
1
.0
0

3
4
.3
2
1
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立
坑

鋼
材

賃
料

（
Ｈ
形

鋼
）

Ｈ
形
鋼

整
備
費

係
数

S
b

(円
/
t)

2
.3
7

1
号

L
=

ｍ
×

4
本
×

0
.0
9
3
t/
m

＝
ｔ

修
理
費
及
び
損
耗
費

計

a
A

ｍ
a×

A
×
ｍ

S
×
b

F

供
用
日

質
量

日
当
り
賃
料
額

賃
料
額

(円
/
ｔ）

(円
）

Ｈ
形
鋼

H
-
3
0
0
×
3
0
0

5
6

4
.0
9
2

種
別

規
格

（
日
）

（
ｔ）

（
円
/
ｔ/
日
）

（
円
）

計

1
1
.0
0

4
.0
9
2
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立
坑

鋼
材

賃
料

（
支

保
工

）

支
保

工

日
当
り
賃
料
額

係
数

整
備
費

不
足

分
弁

償
金

係
数

m
e

S
H

b

(円
/
t・
日

)
(円

/
t)

(円
/
t)

-
-

1
.0
9

-
-

1
.0
9

2
2
%

1
.4
8

-
1
.1
3

4
%

-
-

-
1
.0
1

F

（
日

）
（
ｔ）

（
円

/
ｔ・
日

）
（
円

）
(円

/
ｔ/
回

）
(円

）

修
理

及
び
損

耗
費

計

a
A

ｍ
'

a×
A
×

ｍ
'

S
×
b

腹
起

し
H
-
4
0
0
×

4
0
0

5
6

6
.6
6
4

計

種
別

規
格

供
用
日

質
量

日
当
り
賃
料
額

賃
料
額

切
梁

H
-
3
0
0
×

3
0
0

5
6

5
.1
0
3

副
部

材
（
B
）

5
6

0
.4
7
0

-
-

副
部

材
（
A
）

5
6

2
.5
8
9

6
.6
6
4

5
.1
0
3

2
.5
8
9

0
.4
7
0

計

計
1
4
.8
2
6

H
-
4
0
0
×

4
0
0

H
-
3
0
0
×

3
0
0

1
.1
3
2

副
部

材
(A
)
副

部
材

(B
)

1
.2
7
3

0
.8
1
0

0
.9
0
9

0
.2
3
1

1
.3
1
6

0
.2
3
9

1
号

2
号

腹
起

し

腹
起

し

切
梁

切
梁

2
.2
6

1
.6
9
5

2
.2
5
2

1
.6
8
9

1
.0
2
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2号　一部撤去・埋設重量

撤去延長 埋設延長
4.367m 6.633m

鋼矢板Ⅳ 延長 単位重量 枚数 重量
撤去 4.367 0.0761 42 14.0
埋設 6.633 0.0761 42 21.2

H形鋼300 延長 単位重量 枚数 重量
撤去 4.367 0.093 4 1.6
埋設 6.633 0.093 4 2.5

撤去合計
14.0+1.6＝15.6
運搬回数(4t車)
15.6÷4=3.9≒4回
1回当たり平均運搬重量(運搬回数4回)
15.6÷4=3.9t
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仮設材運搬重量

☆軽量鋼矢板【往復】

土工①
矢板長2.5m
N= / = 枚 × 2 (両側) = 枚
W= m/枚 × 枚 × t/m = t

土工②
矢板長3.5m
N= / = 枚 × 2 (両側) = 枚
W= m/枚 × 枚 × t/m = t

土工③
矢板長2.5m
N= / = 枚 × 2 (両側) = 枚
W= m/枚 × 枚 × t/m = t

土工④
矢板長3.5m
N= / = 枚 × 2 (両側) = 枚
W= m/枚 × 枚 × t/m = t

+ + + = t

☆鋼矢板・H形鋼支保材等【往復】

〇鋼矢板Ⅳ
1号 L= ＝ ｔ

〇H形鋼300
1号 L= ＝ ｔ

〇支保材
立坑鋼材賃料（支保工）より

- =

+ + = t52.8

0.4714.8

34.3 4.1 14.4

t/m 4.1

14.4

34.311.00 ｍ× 41 枚× 0.0761 t/m

11.00 ｍ× 4 本× 0.0930

0.4 0.6 0.9 1.9 3.8

6

6

13

6.0
3.5

4.1
2.5

3.5
1.9

0.333

0.333

2.5
1.8

12

12

26

38
1.90.0142

0.333 19
38

0.90.0142
0.333

0.0142 0.4
12

12
0.60.0142

26
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土
工

集
計

表
D

IP
φ

7
0
0

(
)

上
段

 ：
 変

更
前

　
下

段
 ：

 変
更

後
P

. 
1

①
 L

=
2
.4

4
②

 L
=

2
.7

9
③

 L
=

1
6
.0

7
H

=
1
.0

9
H

=
1
.9

9
H

=
1
.4

6
名

  
  
  
  
称

単
位

単
位

当
り

数
　

量
単

位
当

り
数

　
量

単
位

当
り

数
　

量
単

位
当

り
数

　
量

単
位

当
り

数
　

量
単

位
当

り
数

　
量

摘
  
  
要

 A
s

2
.0

0
4
.8

8
2
.0

0
5
.5

8
1
0
.4

6
1
0
.5

 舗
装

版
切

断
 t

=
1
0
c
m

以
下

ｍ
C

o
 t

=
1
0
c
m

〃
 A

s
1
.3

5
3
.2

9
1
.3

5
3
.7

7
7
.0

6
7
.1

 舗
装

版
取

壊
し

積
込

 t
=
1
5
c
m

以
下

ｍ
2

C
o

　
　

　
〃

 t
=
1
0
c
m

〃
2
.3

9
5
.8

3
3
.6

3
1
0
.1

3
2
.9

6
4
7
.5

7
6
3
.5

3
6
3
.5

 管
路

掘
削

 B
H

=
0
.3

5
ｍ

3

 人
力

掘
削

工
〃

 管
路

埋
戻

粒
調

砕
石

〃
1
.2

7
3
.1

0
2
.5

1
7
.0

0
1
0
.1

0
1
0
.1

　
　

　
〃

再
生

砕
石

〃
1
.8

4
2
9
.5

7
2
9
.5

7
2
9
.6

　
　

　
〃

流
用

土
〃

0
.7

0
1
.7

1
0
.7

0
1
.9

5
0
.7

0
1
1
.2

5
1
4
.9

1
1
4
.9

　
　

　
〃

山
砂

〃
0
.0

7
0
.1

7
0
.0

4
0
.1

1
0
.2

8
0
.2

8
ｱ

ｽ
ﾌ
ｧ
ﾙ

ﾄ塊
・
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄ塊
処

理
A

s
〃

C
o

〃
2
.3

9
5
.8

3
3
.6

3
1
0
.1

3
1
.1

4
1
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8
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生
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処
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〃

人
力

1
.3

5
3
.7

7
3
.7

7
3
.8

ｱ
ｽ

ﾌ
ｧ
ﾙ

ﾄ舗
装

A
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3
c
m

ｍ
2

人
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1
.3

5
3
.2

9
3
.2

9
3
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〃

A
s 
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5
c
m

〃

軽
量

鋼
矢

板
H

=
2
.0

m
ｍ

1
.0

0
1
.8

0
1
.0

0
1
1
.5

6
1
3
.3

6
1
3
.4

　
　

　
〃

H
=
2
.5

m
〃

　
　

　
〃

H
=
3
.0

m
〃

1
.0

0
1
.9

3
1
.9

3
1
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〃

H
=
3
.5

m
〃
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土
工

集
計

表
D

IP
φ

7
0
0

(
)

上
段

 ：
 変

更
前

　
下

段
 ：

 変
更

後
P

. 
1

④
 L

=
5
3
.1

0
H

=
2
.0

0
名

  
  
  
  
称

単
位

単
位

当
り

数
　

量
単

位
当

り
数

　
量

単
位

当
り

数
　

量
単

位
当

り
数

　
量

単
位

当
り

数
　

量
単

位
当

り
数

　
量

摘
  
  
要

 A
s

2
.0

0
1
0
6
.2

0
1
0
6
.2

0
1
0
6
.2

 舗
装

版
切

断
 t

=
1
0
c
m

以
下

ｍ
C

o
 t

=
1
0
c
m

〃
 A

s
1
.3

5
7
1
.6

9
7
1
.6

9
7
1
.7

 舗
装

版
取

壊
し

積
込

 t
=
1
5
c
m

以
下
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2

C
o

　
　

　
〃

 t
=
1
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c
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〃
3
.2

0
1
6
9
.9

2
1
6
9
.9

2
1
6
9
.9
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路

掘
削

 B
H

=
0
.3

5
ｍ

3

 人
力

掘
削

工
〃

 管
路

埋
戻

粒
調

砕
石

〃
2
.5

7
1
3
6
.4

7
1
3
6
.4

7
1
3
6
.5

　
　

　
〃

再
生

砕
石

〃

　
　

　
〃

流
用

土
〃

1
.1

2
5
9
.4

7
5
9
.4

7
5
9
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〃

山
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〃
0
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7
3
.7

2
3
.7

2
3
.7

2
ｱ

ｽ
ﾌ
ｧ
ﾙ
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ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄ塊
処

理
A

s
〃
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3
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1
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9
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1
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2
1
6
9
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発
生

土
処

理
〃

人
力

1
.3

5
7
1
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9
7
1
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9
7
1
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ｱ
ｽ

ﾌ
ｧ
ﾙ
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装
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3
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ｍ
2

人
力

　
　

　
〃
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5
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〃

軽
量

鋼
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=
2
.0

m
ｍ

　
　

　
〃

H
=
2
.5
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〃

　
　

　
〃

H
=
3
.0

m
〃

1
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0
5
3
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0
5
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0
5
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(
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.
4
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φ
7
0
0

H
=
2
.
0
0

本
管
φ
7
0
0

ｍ
1
.
8
0

1
.
9
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1
1
.
5
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管
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7
0
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ｍ
0
.
6
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.
8
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4
.
5
1

既
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管
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去
φ

7
0
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ｍ
5
3
.
1
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計
ｍ

2
.
4
4

2
.
7
9

1
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.
0
7
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.
1
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.
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.
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0
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0
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線
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④
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再
掘

削
延

長
計

算
(m

)延
長

日
当

り
施

工
量

再
掘

削
単

位
長

再
掘

削
延

長
土

工
①

1
.8

4
.5

1
.6

0
.6

4
土

工
②

1
.9

3
3
.6

1
.6

0
.8

6
土

工
③

1
1
.5

6
4
.1

1
.6

4
.5

1
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土工番号 ① φ

土被り H = ｍ 1.0m当たり

舗

掘削 埋戻

機械掘削 再生砕石

山砂

φ 700

1
8
2
0

1
0
3
7

9
3
7

1
0
0

8
3
3

7
3
3

5
0

1350

1
8
2
0

5
0 As舗装版取壊 再生密粒度As

仮設時

700 仮設

1.09
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上段：変更前   下段：変更後 P. 1
名   称 形状寸法 計 単位

舗装版切断 As 2.00 × 1.00 2.00
ｍ

As
舗装版取壊し積込 1.35 × 1.00 1.35

BH 0.20m3 ｍ2

管路掘削 砂質土 1.77 × 1.35 × 1.00 2.39
BH 0.20m3 ｍ3

人力掘削工 砂質土
ｍ3

管路埋戻 再生砕石 0.94 × 1.35 × 1.00 1.27
BH 0.20m3 ｍ3

管路埋戻 山砂 0.83 × 1.35 － π/4 × 0.733 ^2 0.70
BH 0.20m3 ｍ3

× 1.00

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ As 1.35 × 0.05 × 1.00 0.07
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊処理 BH 0.20m3 ｍ3

発生土処理 砂質土 2.39 2.39
BH 0.20m3 ｍ3

土砂入替工
BH 0.20m3 ｍ3

土砂入替工
BH 0.20m3 ｍ3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生密粒度As 1.35 × 1.00 1.35
t=50mm ｍ2

舗装仮復旧工
ｍ2

軽量鋼矢板 H=2.5m 1.00 × 1.00 1.00
ｍ

計       算       式
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土工番号 ② φ

土被り H = ｍ 1.0m当たり

舗

掘削 埋戻

機械掘削 再生砕石

山砂

φ 700

2
7
2
0

1
9
5
7

1
8
5
7

1
0
0

8
3
3

7
3
3

3
0

1350

2
7
2
0

3
0 As舗装版取壊 再生密粒度As

仮設時

700 仮設

1.99
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上段：変更前   下段：変更後 P. 1
名   称 形状寸法 計 単位

舗装版切断 As 2.00 × 1.00 2.00
ｍ

As
舗装版取壊し積込 1.35 × 1.00 1.35

BH 0.20m3 ｍ2

管路掘削 砂質土 2.69 × 1.35 × 1.00 3.63
BH 0.20m3 ｍ3

人力掘削工 砂質土
ｍ3

管路埋戻 再生砕石 1.86 × 1.35 × 1.00 2.51
BH 0.20m3 ｍ3

管路埋戻 山砂 0.83 × 1.35 － π/4 × 0.733 ^2 0.70
BH 0.20m3 ｍ3

× 1.00

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ As 1.35 × 0.03 × 1.00 0.04
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊処理 BH 0.20m3 ｍ3

発生土処理 砂質土 3.63 3.63
BH 0.20m3 ｍ3

土砂入替工
BH 0.20m3 ｍ3

土砂入替工
BH 0.20m3 ｍ3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生密粒度As 1.35 × 1.00 1.35
t=30mm ｍ2

舗装仮復旧工
ｍ2

軽量鋼矢板 H=3.5m 1.00 × 1.00 1.00
ｍ

計       算       式
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土工番号 ③ φ

土被り H = ｍ 1.0m当たり

舗

掘削 埋戻

機械掘削 流用土

山砂

φ 700

2
1
9
0

1
4
5
7

1
3
5
7

1
0
0

8
3
3

7
3
3

1350

2
1
9
0

仮設時

700 仮設

1.46

51



上段：変更前   下段：変更後 P. 1
名   称 形状寸法 計 単位

舗装版切断 As
ｍ

As
舗装版取壊し積込

BH 0.20m3 ｍ2

管路掘削 砂質土 2.19 × 1.35 × 1.00 2.96
BH 0.20m3 ｍ3

人力掘削工 砂質土
ｍ3

管路埋戻 流用土 1.36 × 1.35 × 1.00 1.84
BH 0.20m3 ｍ3

管路埋戻 山砂 0.83 × 1.35 － π/4 × 0.733 ^2 0.70
BH 0.20m3 ｍ3

× 1.00

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ As
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊処理 BH 0.20m3 ｍ3

発生土処理 砂質土 2.96 － 1.84 1.12
BH 0.20m3 ｍ3

土砂入替工
BH 0.20m3 ｍ3

土砂入替工
BH 0.20m3 ｍ3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
ｍ2

舗装仮復旧工
ｍ2

軽量鋼矢板 H=2.5m 1.00 × 1.00 1.00
ｍ

計       算       式
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土工番号 ④ φ 既設管撤去

土被り H = ｍ 1.0m当たり

舗

掘削 埋戻

機械掘削 再生砕石

山砂

φ 700

2
7
3
3

1
9
5
0

1
9
0
0

1
0
0

8
3
3

7
3
3

1350

2
7
3
3

5
0 As舗装版取壊 再生密粒度As

700

2.00

仮設時
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上段：変更前   下段：変更後 P. 1
名   称 形状寸法 計 単位

舗装版切断 As 2.00 × 1.00 2.00
ｍ

As
舗装版取壊し積込 1.35 × 1.00 1.35

BH 0.20m3 ｍ2

管路掘削 砂質土 2.68 × 1.35 － π/4 × 0.733 ^2 3.20
BH 0.20m3 ｍ3

× 1.00

人力掘削工 砂質土
ｍ3

管路埋戻 再生砕石 1.90 × 1.35 × 1.00 2.57
BH 0.20m3 ｍ3

管路埋戻 山砂 0.83 × 1.35 × 1.00 1.12
BH 0.20m3 ｍ3

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ As 1.35 × 0.05 × 1.00 0.07
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊処理 BH 0.20m3 ｍ3

発生土処理 砂質土 3.20 3.20
BH 0.20m3 ｍ3

土砂入替工
BH 0.20m3 ｍ3

土砂入替工
BH 0.20m3 ｍ3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生密粒度As 1.35 × 1.00 1.35
ｍ2

舗装仮復旧工
ｍ2

軽量鋼矢板 H=3.5m 1.00 × 1.00 1.00
ｍ

計       算       式
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矢板堀 土工①-φ700

距　　　　離 掘　削　深 平 均 掘 削 深 相　乗　積

① ② ③ ①×③

 +14.780 1.82

 +16.580 1.800 1.82 1.820 3.276

計 1.800      3.276      

平均掘削深 =　　1.82 m

平 均 掘 削 深 計 算 表

測　　　点

Ｈ＝3.276 / 1.800
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矢板堀 土工②-φ700

距　　　　離 掘　削　深 平 均 掘 削 深 相　乗　積

① ② ③ ①×③

 +137.710 2.67

 +139.640 1.930 2.76 2.715 5.240

計 1.930      5.240      

平均掘削深 =　　2.72 m

平 均 掘 削 深 計 算 表

測　　　点

Ｈ＝5.240 / 1.930
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矢板堀 土工③-φ700

距　　　　離 掘　削　深 平 均 掘 削 深 相　乗　積

① ② ③ ①×③

NO.0  +3.790 2.52

 +6.630 2.840 2.52 2.520 7.157

 +9.120 2.490 1.62 2.070 5.154

 +11.430 2.310 2.93 2.275 5.255

 +12.400 0.970 1.82 2.375 2.304

 +14.780 2.380 1.82 1.820 4.332

 +16.580 1.82

 +17.150 0.570 2.03 1.925 1.097

計 11.560      25.299      

平均掘削深 =　　2.19 m

平 均 掘 削 深 計 算 表

測　　　点

Ｈ＝25.299 / 11.560
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試掘工①
工　　種 1.20 1.20

L= 6.00 m m
W= 4.00 m 1.20 m 1.20
H= 2.80 m 1.20 数量 単位 m 1.20 数量 単位

舗装切断 20.00 20.00 m m
舗装版掘削積込 6.00 × 4.00 24.00 m2 m2
As殻処分 6.00 × 4.00 × 0.05 1.20 m3 m3
機械掘削 6.00 × 4.00 × 2.45 58.80 m3 m3
人力掘削 6.00 × 4.00 × 0.30 7.20 m3 m3
機械埋戻(砂) 6.00 × 4.00 × 0.30 7.20 m3 m3
機械埋戻(砕石) 6.00 × 4.00 × 2.50 60.00 m3 m3
発生土運搬 6.00 × 4.00 × 2.75 66.00 m3 m3
舗装仮復旧 6.00 × 4.00 0 ｃｍ 0.00 m2 ｃｍ m2

試掘工②
工　　種 2.80 ####

L= 6.00 m m
W= 4.00 m 2.80 m ####
H= 2.80 m 2.80 数量 単位 m #### 数量 単位

舗装切断 20.00 20.00 m m
舗装版掘削積込 6.00 × 4.00 24.00 m2 m2
As殻処分 6.00 × 4.00 × 0.05 1.20 m3 m3
機械掘削 6.00 × 4.00 × 2.45 58.80 m3 m3
人力掘削 6.00 × 4.00 × 0.30 7.20 m3 m3
機械埋戻(砂) 6.00 × 4.00 × 0.30 7.20 m3 m3
機械埋戻(砕石) 6.00 × 4.00 × 2.50 60.00 m3 m3
発生土運搬 6.00 × 4.00 × 2.75 66.00 m3 m3
舗装仮復旧 6.00 × 4.00 0 ｃｍ 0.00 m2 ｃｍ m2

試掘工③
工　　種 ##### ####

L= m m
W= m ##### m ####
H= m ##### 数量 単位 m #### 数量 単位

舗装切断 m m
舗装版掘削積込 m2 m2
As殻処分 m3 m3
機械掘削 m3 m3
人力掘削 m3 m3
機械埋戻(砂) m3 m3
機械埋戻(砕石) m3 m3
発生土運搬 m3 m3
舗装仮復旧 ｃｍ m2 ｃｍ m2

試掘工④
工　　種 ##### ####

L= m m
W= m ##### m ####
H= m ##### 数量 単位 m #### 数量 単位

舗装切断 m m
舗装版掘削積込 m2 m2
As殻処分 m3 m3
機械掘削 m3 m3
人力掘削 m3 m3
機械埋戻(砂) m3 m3
機械埋戻(砕石) m3 m3
発生土運搬 m3 m3
舗装仮復旧 ｃｍ m2 ｃｍ m2

試掘工⑤
工　　種 ##### ####

L= m m
W= m ##### m ####
H= m ##### 数量 単位 m #### 数量 単位

舗装切断 m m
舗装版掘削積込 m2 m2
As殻処分 m3 m3
機械掘削 m3 m3
人力掘削 m3 m3
機械埋戻(砂) m3 m3
機械埋戻(砕石) m3 m3
発生土運搬 m3 m3
舗装仮復旧 ｃｍ m2 ｃｍ m2

集計
工　　種 試掘工① 試掘工② 単位
舗装切断 20.00 20.00 m
舗装版掘削積込 24.00 24.00 m2
As殻処分 1.20 1.20 m3
機械掘削 58.80 58.80 m3
人力掘削 7.20 7.20 m3
機械埋戻(砂) 7.20 7.20 m3
機械埋戻(砕石) 60.00 60.00 m3
発生土運搬 66.00 66.00 m3
舗装仮復旧 0.00 0.00 m2

仮復旧厚t=

2.40

工　　種

132.00

計

48.00
40.00

14.40

120.00

機械掘削
人力掘削

試　掘　工
試掘工⑥

0.00

14.40

117.60

発生土運搬
舗装仮復旧

L=
W=

舗装仮復旧
発生土運搬
機械埋戻(砕石)

W=
L=

舗装版掘削積込

仮復旧厚t= 仮復旧厚t=

仮復旧厚t=

機械埋戻(砂)

W=

舗装切断
H=

機械埋戻(砂)
機械埋戻(砕石)

W=

舗装仮復旧

試掘工⑩

発生土運搬

As殻処分

舗装版掘削積込
As殻処分

工　　種

W=
H=

舗装切断
舗装版掘削積込
As殻処分
機械掘削

L=

人力掘削
機械埋戻(砂)

仮復旧厚t=

試掘工⑨

仮復旧厚t=

発生土運搬
舗装仮復旧

工　　種

工　　種

仮復旧厚t=

機械埋戻(砕石)

機械埋戻(砕石)

工　　種

L=

舗装版掘削積込

仮復旧厚t=

H=

機械掘削
人力掘削

舗装仮復旧

機械掘削
人力掘削

舗装切断
舗装版掘削積込
As殻処分

H=

機械埋戻(砂)

機械埋戻(砕石)
発生土運搬

仮復旧厚t=

試掘工⑦

機械掘削

舗装切断

As殻処分

試掘工⑧

機械埋戻(砂)

人力掘削

舗装切断

仮復旧厚t=

H=

L=
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N
o
.1

共
通

☑ ☑ ☑

施
工
計
画

☑ ☑ ☑

施
工
体
制
台
帳

☑

工
事
測
量

☑ ☑

施
工

☑ □ □

工
程

☑

関
係
機
関
協
議

□ ☑ ☑ ☑ □
そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

官
公
庁
へ
の
手
続
き
等

☑
交
通
障
害
に
伴
う
道
路
使
用
許
可
の
手
続
き
、
消
防
へ
の
工
事
届
け
等
を
速
や
か
に
行
う
も
の
と
す
る
。
な
お
、
道
路
使
用
許
可
申
請
に
か
か
る
手
数
料
は
、
受
注
者
の
負
担
と
す
る
。

試
掘
調
査
を
行
う
場
合
は
、
事
前
に
各
管
理
者
と
調
整
を
行
い
、
地
下
埋
設
物
の
確
認
に
つ
い
て
は
各
管
理
者
と
監
督
員
の
立
会
の
も
と
、
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

施
工
箇
所
付
近
に
占
用
物
件
が
予
想
さ
れ
る
場
合
に
は
、
工
事
施
工
に
先
立
っ
て
受
注
者
の
責
任
に
お
い
て
三
重
県
公
共
工
事
共
通
仕
様
書
「
1
-
1
-
1
-
2
7
工
事
中
の
安
全
確
保
」
に
基
づ
き
、
地
下
埋
設
（
上
空
占
用

を
含
む
）
の
詳
細
情
報
を
関
係
機
関
か
ら
調
査
収
集
し
、
監
督
員
に
調
査
資
料
の
写
し
を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
各
管
理
者
と
現
地
立
会
を
行
う
な
ど
、
施
工
に
際
し
十
分
に
協
議
確
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。

地
下
埋
設
物
及
び
上
空
占
用
物
を
誤
っ
て
切
断
し
た
場
合
は
、
受
注
者
の
責
任
に
お
い
て
三
重
県
公
共
工
事
共
通
仕
様
書
「
1
-
1
-
1
-
2
7
工
事
中
の
安
全
確
保

」
に
基
づ
き
対
応
す
る
も
の
と
し
、
緊
急
時
の
対
策
と
し

て
、
必
ず
監
督
員
ま
で
詳
細
を
報
告
し
、
速
や
か
に
関
係
機
関
へ
連
絡
を
取
る
と
と
も
に
周
辺
住
民
に
対
し
て
も
適
切
な
処
置
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　 工 程

本
工
事
の
工
期
は
、
休
日
、
雨
天
の
ほ
か
、
社
会
的
制
約
条
件
に
よ
る
要
因
を
考
慮
し
て
の
も
の
で
あ
る
。

受
注
者
は
、
施
工
前
、
ゴ
ミ
置
場
等
施
工
上
移
設
が
生
じ
る
場
合
は
、
監
督
員
と
協
議
を
行
い
、
所
有
者
、
関
係
自
治
会
等
調
整
し
移
設
場
所
を
確
定
し
、
回
覧
等
に
よ
り
周
知
徹
底
を
行
う
も
の
と
す
る
。
他
の
物

件
で
移
設
が
生
じ
る
場
合
も
、
同
様
の
扱
い
と
す
る
。

「
施
工
プ
ロ
セ
ス
」
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
よ
り
、
仕
様
書
、
契
約
書
等
に
基
づ
き
、
施
工
・
手
続
き
等
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
を
監
督
員
と
共
有
し
確
認
す
る
こ
と
。

品
質
及
び
出
来
形
の
基
準
値
・
規
格
値
に
つ
い
て
、
三
重
県
公
共
工
事
共
通
仕
様
書
で
定
め
の
な
い
工
種
は
、
監
督
員
と
の
協
議
に
よ
る
。

作
業
主
任
者
等
の
選
任
を
必
要
と
す
る
作
業
に
お
い
て
は
、
必
要
な
資
格
者
一
覧
を
施
工
計
画
書
に
記
載
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
資
格
者
証
の
写
し
を
添
付
し
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

工
事
中
の
安
全
確
保
に
つ
い
て
は
、
労
働
安
全
に
結
び
つ
く
労
働
者
が
保
有
す
る
資
格
者
（
ク
レ
ー
ン
運
転
士
、
玉
掛
作
業
者
な
ど
）
の
一
覧
を
施
工
計
画
書
に
記
載
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
資
格
者
証
の
写
し
を
添

付
し
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

受
注
者
は
工
事
を
施
工
す
る
た
め
に
下
請
負
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
は
、
下
請
金
額
に
か
か
わ
ら
ず
原
則
と
し
て
電
子
デ
ー
タ
で
施
工
体
制
台
帳
を
作
成
し
、
工
事
現
場
に
備
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
写
し
を
書
面

で
監
督
員
に
提
出
す
る
こ
と
。

施
工
前
に
、
基
準
点
、
K
B
M
、
縦
横
断
面
及
び
工
事
区
間
内
に
お
け
る
境
界
の
確
認
測
量
を
行
い
、
そ
の
結
果
、
設
計
図
書
と
差
異
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
は
監
督
員
に
書
面
に
て
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

工
事
測
量
に
つ
い
て
は
、
三
重
県
公
共
工
事
共
通
仕
様
書
「
1
-
1
-
1
-
3
8
工
事
測
量
」
に
基
づ
き
行
う
も
の
と
し
、
工
事
区
間
内
の
境
界
等
に
つ
い
て
は
、
受

注
者
の
責
任
に
お
い
て
原
形
復
旧
で
き
る
資
料
を
作
成
、

保
存
し
、
管
理
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
調
査
資
料
の
写
し
を
監
督
員
へ
１
部
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

契
約
書
、
設
計
書
及
び
仕
様
書
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
事
項
で
あ
っ
て
も
、
機
能
上
及
び
施
工
上
当
然
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
、
並
び
に
取
合
い
の
は
つ
り
・
補
修
・
復
旧
は
、
受
注
者
の
負
担
で
処
理
す
る
も
の

と
す
る
。

工
事
中
（
養
生
中
を
含
む
）
の
隣
接
家
屋
の
乗
り
入
れ
に
つ
い
て
は
、
所
有
者
と
十
分
に
協
議
の
上
、
必
要
に
応
じ
、
鉄
板
等
に
て
対
応
す
る
も
の
と
す
る
。

排
水
構
造
物
の
施
工
に
つ
い
て
は
、
常
時
通
水
可
能
な
状
態
を
確
保
し
、
異
常
時
に
は
臨
機
の
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。

特
　

記
　

仕
　

様
　

書
　

（
共

通
編

）

大
区
分

中
区
分

小
区
分
（
条
件
及
び
内
容
）

共 通
津
市
工
事
請
負
契
約
約
款
、
図
面
及
び
別
紙
特
記
仕
様
書
（
施
工
条
件
明
示
一
覧
表
）
並
び
に
特
記
事
項
は
、
三
重
県
発
行
の
「
三
重
県
公
共
工
事
共
通
仕
様
書
」
（
令

和
２

年
８

月
）
に
優
先
す
る
。

本
工
事
は
津
市
契
約
規
則
、
津
市
建
設
工
事
執
行
規
則
、
津
市
建
設
工
事
執
行
に
関
す
る
要
綱
及
び
監
督
員
の
指
示
に
よ
り
執
行
す
る
。

（
注
）
上
記
条
件
及
び
内
容
の
レ
印
当
該
欄
は
、
工
事
に
お
い
て
制
約
を
受
け
る
事
と
な
る
の
で
明
示
す
る
。

変
更
が
生
じ
た
場
合
及
び
明
示
さ
れ
て
い
な
い
制
約
等
が
発
生
し
た
と
き
は
、
発
注
者
と
別
途
協
議
し
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

別
途
協
議
と
は
、
設
計
・
現
場
説
明
又
は
作
業
打
合
せ
等
に
よ
り
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。
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N
o
.2

特
　

記
　

仕
　

様
　

書
　

（
共

通
編

）

大
区
分

中
区
分

小
区
分
（
条
件
及
び
内
容
）

□

事
業
損
失

□ ☑

民
地
の
保
全

☑ ☑

工
事
中
の
安
全
確
保

□ ☑ ☑ ☑ □ □ ☑ ☑

交
通
安
全
管
理

☑ ☑ ☑
受
注
者
は
、
交
通
誘
導
警
備
員
を
配
置
す
る
際
は
、
そ
の
警
備
会
社
と
雇
用
期
間
中
等
労
働
条
件
並
び
に
傷
害
保
険
等
に
関
す
る
契
約
書
を
締
結
し
、
そ
の
契
約
書
（
写
し
）
を
監
督
員
に
提
出
す
る
こ
と
。
ま
た
、

交
通
誘
導
警
備
員
の
配
置
者
一
覧
表
（
資
格
・
実
務
経
験
年
数
を
明
示
し
た
も
の
）
及
び
配
置
者
名
の
明
記
さ
れ
た
伝
票
を
監
督
員
へ
提
示
す
る
も
の
と
す
る
（
但
し
、
監
督
員
が
提
出
を
求
め
た
場
合
は
提
出
す
る

も
の
と
す
る
）
。

交
通
誘
導
警
備
員
は
、
三
重
県
公
共
工
事
共
通
仕
様
書
「
1
-
1
-
1
-
3
3
交
通
安
全
管
理
」
に
基
づ
き
配
置
す
る
も
の
と
す
る
。
交
通
誘
導
警
備
員
の
う
ち
１
人

有
資
格
者
（
平
成
１
７
年
警
備
業
法
改
正
以
降
の
交
通
誘

導
警
備
業
務
に
か
か
る
１
級
又
は
２
級
検
定
合
格
者
）
ま
た
は
、
有
資
格
者
の
配
置
が
で
き
な
い
場
合
は
監
督
員
の
承
諾
を
得
て
交
通
の
誘
導
・
整
理
の
実
務
経
験
３
年
以
上
の
者
を
配
置
す
る
も
の
と
す
る
。

安 全 対 策

受
注
者
は
、
施
工
箇
所
が
通
学
路
で
あ
っ
た
場
合
は
、
監
督
員
と
協
議
を
行
っ
た
上
で
、
対
象
の
学
校
と
十
分
協
議
を
し
、
工
程
の
調
整
を
図
る
も
の
と
し
、
通
学
者
の
安
全
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。

周
辺
の
交
通
状
況
を
考
慮
し
て
、
資
機
材
の
搬
出
入
等
は
適
切
な
時
間
帯
に
行
い
、
沿
線
住
民
等
へ
の
周
知
を
図
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
は
、
関
係
自
治
会
等
と
協
議
を
行
う
も
の
と
す
る
。

工
事
施
工
時
は
地
山
掘
削
・
床
掘
等
の
際
に
既
設
構
造
物
に
損
傷
が
出
な
い
よ
う
に
、
適
切
な
措
置
を
行
う
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
万
が
一
損
傷
を
与
え
た
場
合
に
は
、
受
注
者
の
責
に
お
い
て
対
処
す
る
も
の
と
す

る
。

ま
た
、
施
工
時
に
影
響
が
及
ぶ
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
事
前
調
査
を
行
い
、
写
真
を
撮
っ
て
お
く
な
ど
適
切
な
処
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。

図
示
し
て
あ
る
掘
削
及
び
床
掘
に
つ
い
て
は
、
計
算
用
に
用
い
た
線
で
あ
り
、
施
工
段
階
で
は
各
安
全
法
令
を
遵
守
し
施
工
状
況
、
地
下
水
等
を
考
慮
し
現
場
に
あ
わ
せ
た
勾
配
等
、
対
策
を
講
じ
て
施
工
す
る
も
の

と
す
る
。

工
種
（
　
　
全
工
種
　
　
）
に
つ
い
て
、
施
工
日
の
即
日
開
放
を
原
則
と
す
る
。

工
種
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
に
つ
い
て
、
事
前
に
（
　
　
　
　
警
察
署
）
と
立
会
を
行
い
、
確
認
後
、
施
工
を
行
う
も
の
と
す
る
。

現
場
に
お
い
て
設
置
す
る
保
安
施
設
や
仮
設
工
は
、
設
置
完
了
時
や
使
用
中
の
点
検
及
び
管
理
に
つ
い
て
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
等
を
活
用
し
て
実
施
・
整
理
し
、
監
督
員
が
求
め
た
際
に
は
提
示
す
る
こ
と
。

工
事
中
は
、
路
面
に
段
差
や
小
構
造
物
等
突
起
物
が
な
い
よ
う
仮
舗
装
等
で
十
分
な
す
り
付
け
を
行
い
、
毎
日
の
作
業
終
了
後
工
事
現
場
内
を
十
分
に
調
べ
、
危
険
な
箇
所
は
即
日
補
修
を
行
う
も
の
と
す
る
。

工
事
の
施
工
に
伴
っ
て
、
工
事
車
両
の
出
入
口
及
び
交
差
道
路
に
対
し
、
一
般
交
通
の
安
全
誘
導
が
必
要
と
な
る
箇
所
に
は
、
交
通
の
誘
導
・
整
理
を
行
う
者
（
以
下
「
交
通
誘
導
警
備
員
」
と
い
う
）
を
配
置
し
、

公
衆
の
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
も
の
と
し
、
設
計
図
書
に
基
づ
き
事
前
に
監
督
員
と
協
議
を
行
う
も
の
と
す
る
。

設
計
書
に
明
示
し
た
箇
所
の
事
前
調
査
は
、
調
査
前
に
対
象
住
民
へ
の
周
知
を
行
い
、
調
査
後
に
工
事
着
手
す
る
も
の
と
す
る
。

用 地 ・ 補 償 関 係

家
屋
調
査
に
つ
い
て
は
、
主
任
技
術
者
（
監
理
技
術
者
）
の
管
理
の
も
と
、
調
査
に
従
事
す
る
も
の
（
補
助
者
を
除
く
）
と
し
て
、
建
築
士
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
０
２
号
）
第
２
条
に
規
定
す
る
建
築
士
に
定

め
る
資
格
を
有
す
る
も
の
を
あ
て
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
監
督
員
が
こ
れ
と
同
等
の
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
足
り
る
。
身
分
証
明
書
の
交
付
に
つ
い
て
は

身
分
証
明
書
交
付
願
を
契
約
締
結
後
速
や
か
に
監
督
員
に
提
出
し
、
身
分
証
明
書
交
付
後
家
屋
調
査
に
か
か
る
も
の
と
す
る
。

受
注
者
の
責
に
お
け
る
金
銭
的
補
償
等
は
、
受
注
者
の
責
任
に
お
い
て
適
切
に
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。
三
重
県
公
共
工
事
共
通
仕
様
書
1
-
1
-
1
-
3
0
 
事
故
報
告
書
「
発
注
者
へ
の
報
告
」
に
基
づ
き
、
補
償
対
象
者

よ
り
領
収
書
、
承
諾
書
等
を
徴
収
し
、
監
督
員
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

受
注
者
は
施
工
前
に
現
地
を
確
認
し
、
官
民
若
し
く
は
民
民
の
境
界
を
示
す
も
の
（
杭
、
鋲
、
プ
レ
ー
ト
等
）
が
発
見
さ
れ
た
場
合
は
、
施
工
前
に
監
督
員
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

工
事
に
よ
り
境
界
杭
等
が
破
損
、
亡
失
し
た
場
合
は
、
受
注
者
の
責
任
に
お
い
て
工
事
完
了
後
復
元
を
行
う
も
の
と
す
る
。
そ
の
際
に
は
、
関
係
者
と
立
会
、
承
認
を
得
る
も
の
と
す
る
。

（
注
）
上
記
条
件
及
び
内
容
の
レ
印
当
該
欄
は
、
工
事
に
お
い
て
制
約
を
受
け
る
事
と
な
る
の
で
明
示
す
る
。

変
更
が
生
じ
た
場
合
及
び
明
示
さ
れ
て
い
な
い
制
約
等
が
発
生
し
た
と
き
は
、
発
注
者
と
別
途
協
議
し
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

別
途
協
議
と
は
、
設
計
・
現
場
説
明
又
は
作
業
打
合
せ
等
に
よ
り
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。
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N
o
.3

特
　

記
　

仕
　

様
　

書
　

（
共

通
編

）

大
区
分

中
区
分

小
区
分
（
条
件
及
び
内
容
）

環
境
対
策

☑ ☑ ☑ ☑

提
出
書
類

☑ ☑ ☑ ☑

部
分
下
請
負
通
知
書

☑ ☑

資 料 作 成

三
重
県
公
共
工
事
共
通
仕
様
書
「
1
-
1
-
1
-
2
7
工
事
中
の
安
全
確
保
」
に
関
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
監
督
員
が
指
示
し
た
場
合
、
提
示
又
は
提
出
す
る
も
の

と
す
る
。

完
成
写
真
は
、
着
手
前
・
施
工
中
・
完
成
時
に
、
起
点
及
び
終
点
に
お
い
て
必
ず
同
一
方
向
と
な
る
よ
う
に
撮
影
し
、
３
枚
１
組
と
し
て
、
工
事
写
真
帳
の
上
段
・
中
段
・
下
段
に
整
理
し
、
完
成
写
真
と
し
て
提
出

す
る
も
の
と
す
る
。
（
提
出
部
数
 
 
２
部
　
用
紙
サ
イ
ズ
：
Ａ
４
）

工
事
完
成
報
告
書
の
提
出
部
数
は
２
部
と
す
る
。
様
式
に
つ
い
て
は
津
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
の
も
の
と
す
る
。

受
注
者
は
、
工
事
に
使
用
す
る
材
料
の
品
質
を
証
明
す
る
資
料
を
受
注
者
の
責
任
と
費
用
負
担
に
お
い
て
整
備
し
、
使
用
前
に
監
督
員
に
提
出
し
、
確
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
提
出
の
際
は
使
用
材
料
一
覧
表
に
使
用
す
る
材
料
を
記
載
し
、
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
等
で
整
理
し
て
材
料
の
品
質
証
明
書
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

※
そ
の
他
材
料
に
関
す
る
資
料
に
つ
い
て
も
原
則
、
全
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
が
、
主
た
る
材
料
以
外
で
使
用
量
が
少
量
の
場
合
は
資
料
の
提
出
に
つ
い
て
監
督
員
と
協
議
で
き
る
も
の
と
す
る
。

受
注
者
は
、
工
事
の
一
部
分
に
お
い
て
下
請
負
さ
せ
る
場
合
は
、
全
て
部
分
下
請
負
通
知
書
を
当
該
下
請
負
業
者
の
施
工
開
始
日
ま
で
に
監
督
員
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
部
分
下
請
負
通
知
書
に
は
下
請
負
業
者

（
再
下
請
負
業
者
を
含
む
）
と
の
契
約
書
等
の
写
し
、
下
請
負
業
者
（
再
下
請
負
業
者
を
含
む
）
の
建
設
業
の
許
可
の
写
し
及
び
主
任
技
術
者
等
の
資
格
者
証
の
写
し
等
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
建
設
業

に
な
い
下
請
負
の
場
合
、
書
面
上
の
主
任
技
術
者
を
作
業
責
任
者
等
と
読
み
替
え
、
下
請
負
業
者
に
当
該
業
務
の
資
格
者
証
の
写
し
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

支 払 い に 関 す る 事 項

前
金
支
払
い
に

関
す
る
事
項

請
負
代
金
の
額
が
1
3
0
万
円
以
上
の
契
約
に
お
い
て
、
受
注
者
が
公
共
工
事
の
前
払
金
保
証
事
業
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
保
証
事
業
会
社
の
保
証
を
明
示
し
た
場
合
で
、
市
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
契
約
金

額
の
1
0
分
の
4
以
内
で
、
か
つ
当
該
支
出
予
算
の
範
囲
内
で
前
払
い
す
る
も
の
と
す
る
。

環 境 対 策

現
場
施
工
及
び
、
現
場
外
走
行
時
の
防
塵
対
策
に
つ
い
て
は
、
周
囲
に
粉
塵
等
の
影
響
が
無
い
よ
う
対
策
を
講
じ
、
通
行
及
び
人
家
に
対
し
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。
万
が
一
被
害
が
生
じ
た
場
合
は
、
受
注
者
の
責
に

お
い
て
解
決
に
あ
た
る
も
の
と
す
る
。

土
粒
子
を
多
量
に
含
み
、
排
水
施
設
等
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
ら
れ
る
放
流
に
つ
い
て
は
、
沈
砂
ま
た
は
濾
過
施
設
を
通
し
て
放
流
す
る
も
の
と
す
る
。

受
注
者
は
産
業
廃
棄
物
の
処
理
を
委
託
す
る
際
、
運
搬
に
つ
い
て
は
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
等
と
、
処
分
に
つ
い
て
は
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
等
と
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
直
接
契
約
し
、
そ
の
契
約
書
（
写
し
）

及
び
収
集
運
搬
業
・
処
分
業
の
許
可
証
（
写
し
）
を
監
督
員
に
提
示
も
し
く
は
提
出
す
る
こ
と
。

廃
棄
物
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
産
業
廃
棄
物
の
排
出
事
業
者
（
受
注
者
）
は
産
業
廃
棄
物
の
処
理
を
委
託
す
る
際
、
適
正
処
理
の
た
め
に
必
要
な
廃
棄
物
情
報
（
成
分
性
状
等
）
を
処
理
業
者
に

提
供
し
、
ま
た
受
注
者
は
、
処
理
に
係
る
産
業
廃
棄
物
管
理
票
（
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
）
に
つ
い
て
、
監
督
員
が
提
示
を
求
め
た
場
合
は
提
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
注
）
上
記
条
件
及
び
内
容
の
レ
印
当
該
欄
は
、
工
事
に
お
い
て
制
約
を
受
け
る
事
と
な
る
の
で
明
示
す
る
。

変
更
が
生
じ
た
場
合
及
び
明
示
さ
れ
て
い
な
い
制
約
等
が
発
生
し
た
と
き
は
、
発
注
者
と
別
途
協
議
し
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

別
途
協
議
と
は
、
設
計
・
現
場
説
明
又
は
作
業
打
合
せ
等
に
よ
り
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。
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N
o
.4

特
　

記
　

仕
　

様
　

書
　

（
共

通
編

）

大
区
分

中
区
分

小
区
分
（
条
件
及
び
内
容
）

名
札

☑

注
１
）
用
紙
の
大
き
さ
は
名
刺
サ
イ
ズ
以
上
と
す
る
。

注
２
）
所
属
会
社
の
社
印
と
す
る
。

部
分
使
用

□ □ □

部
分
引
渡
し

□ □

巡
回

☑

そ
の
他

☑
管
接
合
完
了
後
、
発
注
者
に
て
行
う
洗
管
及
び
切
替
作
業
に
つ
い
て
は
作
業
に
3
週
間
ほ
ど
要
す
る
の
で
、
考
慮
し
て
施
工
を
行
う
こ
と
。

☑
試
掘
工
に
つ
い
て
は
、
管
の
外
径
を
測
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
材
料
発
注
の
た
め
に
必
要
な
た
め
、
現
場
着
手
後
す
み
や
か
に
行
う
こ
と
。

☑
油
圧
圧
入
施
工
に
必
要
な
水
は
受
注
者
に
て
調
達
す
る
こ
と
。

☑
現
場
作
業
に
つ
い
て
は
4
月
か
ら
6
月
に
か
け
て
完
了
す
る
こ
と
。

☑
吊
り
防
護
に
つ
い
て
は
試
掘
後
に
協
議
を
行
う
こ
と
。

当
工
事
(
修
繕
)
は
、
公
共
工
事
の
品
質
確
保
の
促
進
を
図
る
も
の
と
し
て
、
検
査
課
に
お
い
て
施
工
状
況
の
確
認
等
を
行
う
現
場
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。

＜
名
札
の
例
＞

部
分
使
用
箇
所
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
 
　
　
）

部
分
使
用
時
期
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
　
 
　
　
）

部
分
使
用
目
的
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
 
　
　
　
）

部
分
引
渡
し
指
定
部
分
（
　
別
途
説
明
書
に
記
載
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

部
分
引
渡
し
時
期
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

そ の 他

受
注
者
は
、
三
重
県
公
共
工
事
共
通
仕
様
書
「
1
-
1
-
1
-
1
0
 
施
工
体
制
台
帳
」
に
基
づ
き
、
監
理
技
術
者
、
監
理
技
術
者
補
佐
、
主
任
技
術
者
（
下
請
負
を
含
む
）
及
び
元
請
負
の
専
門
技
術
者
（
専
任
し
て
い
る
場

合
の
み
）
に
、
工
事
現
場
内
に
お
い
て
、
工
事
名
、
工
期
、
顔
写
真
、
所
属
会
社
名
及
び
社
印
の
入
っ
た
名
札
を
着
用
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

主
任

・
監

理
技

術
者

氏
名

○
○

○
○

工
事

名
○

○
○

○
工

事

工
期

自
○

○
年

○
○

月
○

○
日

会
社

○
○

建
設

株
式

会
社

印

写
真

2
c
m
×

3
c
m

程
度

（
注
）
上
記
条
件
及
び
内
容
の
レ
印
当
該
欄
は
、
工
事
に
お
い
て
制
約
を
受
け
る
事
と
な
る
の
で
明
示
す
る
。

変
更
が
生
じ
た
場
合
及
び
明
示
さ
れ
て
い
な
い
制
約
等
が
発
生
し
た
と
き
は
、
発
注
者
と
別
途
協
議
し
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

別
途
協
議
と
は
、
設
計
・
現
場
説
明
又
は
作
業
打
合
せ
等
に
よ
り
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。
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  ３

　７　耐震管の布設
　 受注者は耐震管の接合作業(NS形継手等)において知識、経験の有する者が行い、その都度必要事項
をチェックシートに記入し、配管接合技能指導員が確認した上で提出するものとする。
　８　鋳鉄管の接合
　 配管作業に従事する配管工は、豊富な実務経験と知識を有するもので、工事着手前に工事経歴書を
監督員に提出しなければならない。
　９　石綿管の撤去及び処分
　 石綿管の撤去及び処分については、石綿障害予防規則及び関係法令に基づき行うこと。

　 締付けトルクの出来形管理表（チェックリスト）の提出は、口径400㎜以上とするが、他の配管においても
締め過ぎ等に注意するものとする。

　１　早期契約及び着手
　 本工事実施にあたっては、落札後直ちに工事請負契約を締結して、関係機関の許可等を得た後に、監
督員と協議を行うと共に工事の目的を理解し、工程計画を検討して、速やかに工事に着手しなければなら
ない。
　２　支給材料の受領
　 支給材料の受領については、事前に監督員と打合せを行い受領する材料を所定の受領書に記載の
上、監督員に提出するものとし、事務手続きを待って、材料の受領を行うものとする。（監督員は、受領書
により庫出伝票の発行をする。）
　３　路面復旧工事の実施
　 路面復旧の実施にあたっては、三重県公共工事共通仕様書、アスファルト舗装要綱、及び道路占用許
可条件等を遵守し施工するものとし、施工管理記録、品質管理記録等は工事完成後、関係書類として提
出するものとする。
　４　不断水穿孔工
　 取出し口径75㎜以上の不断水穿孔工については、津市上下水道事業局が指定する業者（大成機工株
式会社・コスモ工機株式会社・株式会社水研）で施工すること。
　５　サドル分水栓及び不断水分水栓の穿孔工
　 サドル分水栓及び不断水分水栓の穿孔は、本管に水圧が掛かった状態で切粉等が管内に入らないよ
うに施工すること。なお、施工上等やむを得ず空管状態で穿孔する場合は監督員の承諾を得ること。
　６　特殊押輪の接合

【水道工事一般事項】

　[上下水道事業局が指定する講習会等]
  　１　口径５００㎜以上の配水管布設工事
　　(１)公益社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会大口径管
　　(２)一般社団法人日本ダクタイル鉄管協会の継手接合研修会(耐震管口径500㎜以上)
　  ２　口径４５０㎜以下の配水管布設工事
　　(１)公益社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会(小口径管)又は配水管工技能講習会Ⅰ
　　(２)一般社団法人日本ダクタイル鉄管協会の継手接合研修会(耐震管口径450㎜以下)

　ひとつの工事で口径500㎜以上と口径450㎜以下がある配水管布設工事は、１及び２の講習会等
を修了した者を配置すること。

特　記　仕　様　書

  　３　監督員が現場立会等を求めた時は、その指示に従うこと。

工　事　仕　様　書

　本工事の仕様書は、三重県公共工事共通仕様書、水道工事標準仕様書(公益社団法人日本水道協
会)、国土交通省道路工事占用工事共通仕様書、及び水道工事施工管理基準(津市上下水道事業局)に
基づき施工するものとするが、特記仕様書がある場合はそれを優先する。
　また、施工前、施工過程を問わず疑義等が生じた場合は監督員の指示によるものとする。

【講習会等修了者の配置に関する事項】
　受注者は工事期間中において、配管作業を安全かつ確実に施工するため、上下水道事業局が指定す
る講習会等を修了した者(以下｢配管接合技能指導員｣という。)を現場に配置すること。
　また、配管接合技能指導員選任届に講習会等修了証等の写しを添付し、監督員に提出すること。
　配管接合技能指導員は、以下の業務を行うものとする。
  　１　継手接合に従事する者の技術上の指導。
  　２　継手接合に係るチェックシートの必要事項の確認。

68



　受注者は、竣工図書として本管埋設位置確認図（バルブ・本管・消火栓・空気弁オフセット図）を作成す
ること。また、管理箇所及び作成方法について監督員と協議を行い、承認を受けること。
　なお、作成した図書及び工事写真帳を、水道工事施工管理基準に基づく他の竣工図書と併せ、電子
データ(工事写真帳はPDF）で提出するものとする。

　    穿孔は、既設管に割Ｔ字管及び必要な仕切弁を基礎上に受け台を設けて設置し、所定の水圧試験
    を行い漏水のないことを確認するため監督員の立会を求めること。
　６　立会いの実施方法
　    立会いの実施にあたっては、津市建設工事執行に関する要綱に記載されている第６号様式「工事打
   合簿」により行うこと。
　    ただし、不明管の確認、処理事項については、処理後、工事打合簿により報告するものとする。

【竣工図書に関する事項】

　５　不断水穿孔

準とする。
【工事の立会いに関する事項】
　受注者は以下の事項に関し、監督員の立会いを求めること。
　１　現場説明
　　　工事に先立ち、当該工事設計図書、配管図により工事実施の目的と工事現場周辺の配管状況、
   直近の弁開閉状況、上水の流向等、及び工事に必要な情報を確認するため監督員に立会いを求め
   ること。
　２　既設配水管との連絡(接続)工事
　    連絡工事を実施する場合、工事日時、安全作業手順書を提出し、それに基づき、工事箇所付近の
   配管、直近の弁の開閉状況の確認を行うため監督員の立会いを求めること。
　３　既設配水管の栓(蓋)の取り外し
　    栓の取り外し作業については、現場付近の配管状況を十分調査し、当該作業開始までに事前に配水
   管の圧力及び残水の状態を確認するため監督員の立会いを求めること。なお、既設配水管内に正圧の
   存在や残水を確認した場合は監督員と請負事業者双方で作業方法等について協議を行い、受注者に
   おいて、一般社団法人日本ダクタイル鉄管協会発行の接合要領書に基づき安全作業手順書を作成し
   これに基づき作業を行うこと。
　４　不明管の撤去、切断
　    作業中に不明管を発見した場合は、速やかに監督員に報告し立会いを求め、その指示に従うこと。

　管基礎用砂(埋戻し用砂)は、0.075mmふるいの通過百分率が0～20%以下、最大粒径は20mm以下を標

 10　明示シール及び明示鋲の設置について

　 給水切替及び給水連絡箇所について、明示シール又は明示鋲を官民境界付近の官地側に設置するこ
と。設置箇所は原則、官民境界に設けられている側溝及び縁石等とするが、設置が困難な場合は、監督
員と協議すること。なお、明示シール及び明示鋲は発注者より材料を支給する。

 11　マーカーの設置について
　 マーカー設置箇所について、図面の設置位置を基本（本管直線部は40ｍ毎、及び本管変化点部に設
置する。）とし、他の占用物等で図面通り配管できない場合は、監督員との協議によるものとする。
   受注者は、材料検収時にマーカーの動作確認を、段階確認としてマーカー反応検査を竣工時までに監
督員の確認を受けること。
　 また、マーカー全本数の出来高管理を行い、マーカー設置位置と管天までの距離を写真管理すること。
　 なお、竣工図書として、本管埋設位置確認図（本管オフセット図）に設置位置及び数量を明示すること。
 12 管基礎用砂(埋戻し用砂)の規格について
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津市上下水道事業局指定材料規格一覧表
品　　　　　　　　名 形 状 及 び 種 類 形 状 寸 法 規　　　　　　格 摘　　　　　　　要

Ｋ形１種管 Φ７５～Φ３５０ ＪＩＳ　Ｇ５５２６

Ｋ形２種管 Φ４００以上 ＪＷＷＡ　Ｇ１１３　Ｇ１１２

ＮＳ形１種管 Φ７５～Φ２５０

ＧＸ形１種管 Φ７５～Φ４５０ ＪＷＷＡ　Ｇ１２０

Ｋ形１種管 Φ７５～Φ３５０ ＪＩＳ　Ｇ５５２７

Ｋ形２種管 Φ４００以上 ＪＷＷＡ　Ｇ１１４

ＮＳ形１種管 Φ７５～Φ２５０

ＧＸ形１種管 Φ７５～Φ４５０ ＪＷＷＡ　Ｇ１２１

ＪＩＳ　Ｇ５５２６　Ｇ５５２７

ＪＷＷＡ　Ｇ１１３　Ｇ１１４

ＪＷＷＡ　Ｇ１２０　Ｇ１２１

特殊押輪 メカニカル形 　 規格外

ポリエチレン二層管 Φ１３～Φ５０ ＪＩＳ　Ｋ６７６２

硬質塩化ビニール管 Φ１３～Φ５０ ＪＩＳ　Ｋ６７４２

ＳＧＰ-ＶＡ Φ１３～Φ１００

ＳＧＰ-ＶＤ Φ１３～Φ１００

ポリエチレン管継手 Φ１３～Φ５０ ＪＷＷＡ　Ｂ１１６準拠 ワンタッチ方式(分解可)

硬質塩化ビニール管継手 ＴＳ・ＨＩ Φ１３～Φ５０ ＪＩＳ　Ｋ６７４３

ＳＧＰ-ＶＡ Φ１３～Φ１００

ＳＧＰ-ＶＤ Φ１３～Φ１００

スリースバルブ（ゲート） １．０MPa Φ２５～Φ１００ ＪＩＳ  Ｂ２０１１ 丸ハンドル

砲金製　仕切弁 １．０MPa Φ１３～Φ５０ 丸ハンドル

Φ７５～Φ３００ ＪＷＷＡ　Ｂ１２０（ショート型）

Φ３５０・Φ４００ ＪＷＷＡ　Ｂ１２０　

Φ７５～Φ３００ ＪＷＷＡ　Ｂ１２０　G114　準拠

Φ３５０・Φ４００ ＪＷＷＡ　Ｂ１２０　G114　準拠

甲止水栓 Φ１３～Φ２５ ＪＷＷＡ　Ｂ１０８準拠 逆流防止機能型

直結止水栓（Ｔハンドル離脱式） 伸縮・盗水防止型 Φ１３～Φ２５ ＪＷＷＡ　Ｂ１０８準拠 逆流防止機能型・T型ハンドル共

特殊継手 Φ７５～Φ３００ CＡジョイント

特殊継手 Φ７５～Φ２００ ＶＡジョイント

特殊継手 Φ７５～Φ２００ ＶＣジョイント

特殊継手 φ１３～φ５０ ＳＫソケット

ポリエチレンスリーブ Φ７５～Φ８００ ＪＷＷＡ　K158

埋設標識シート ダブル折り 幅１５０

インサートコア 銅 Φ２０・Φ２５ サドル付き分水栓と同メーカー

サドル付き分水栓 ＦＣＤ 本管×Φ１３～Φ25 ＪＷＷＡ　Ｂ１１７

サドル付き分水栓 本管×Φ１３～Φ２５ ＪＷＷＡ　Ｂ１３６

不断水丁字管分水栓 内ネジ式 本管×Φ５０

不断水Ｔ字管 ＦＣＤ・バルブ付・全周パッキン

不断水Ｔ字管 ＦＣＤ・全周パッキン

不断水仕切弁 ＦＣＤ・全周パッキン  

消火栓（ステンレス製  浅層対応） ＳＵＳ　０．７４MPa 単口地下式

消火栓（内外面粉体塗装） ＦＣＤ　０．７４MPa 単口地下式 ＪＷＷＡＢ１０３

消火栓（内外面粉体塗装  浅層対応） ＦＣＤ　０．７４MPa 単口地下式 ＪＷＷＡＢ１０３

消火栓弁 ＦＣＤ  ０．７４MPa φ６５×９０° 仮配管用

排気弁付消火栓（内外面粉体塗装） ＦＣＤ　０．７４MPa 単口地下式

空気弁（粉体塗装） ＦＣＤ　０．７４MPa 単口φ１３～φ２５ ＪＷＷＡ　Ｂ１３７

空気弁（粉体塗装） ＦＣＤ　０．７４MPa 双口７５・１００ ＪＷＷＡ　Ｂ１３７

補修弁（内外面粉体塗装）　（レバー式） ＦＣＤ　０．７４MPa φ７５×１００～４００ ＪＷＷＡ  Ｂ１２６

仕切弁筺・排泥弁筺 蓋ＦＣＤ ２４型･３２型 ＪＷＷＡ  Ｂ１３２ 　

仕切弁スラブ 60･80･100 　

仕切弁ブロック (25～32)Ｂ-1～30 　

仕切弁ブロック (25～45)C-10～30(凹) 　

消火栓筺 蓋ＦＣＤ ３５×５５、丸型 ＪＷＷＡＢ１３３ 　

消火栓ブロック Ｂ-１～２０、丸型用中部壁 　

消火栓ブロック C-２０・３０、丸型用下部壁 　

消火栓スラブ 90、丸型用スラブ 　

止水栓筺 φ７５×３００・６００ 　

フランジボルトナット ＳＵＳ４０３ Ｍ１６～Ｍ３０

＊鉛の新基準に適合した認証品を使用すること。

ダクタイル鋳鉄管
（内面エポキシ樹脂粉体塗装）

ダクタイル鋳鉄異形管
（内面エポキシ粉体樹脂塗装）

ダクタイル鋳鉄管及び異形管接合部品 Ｋ形・NＳ形・ＧＸ形 Φ７５～

耐震型ソフトシール弁 ＦＣＤ　０．７４MPa GX形、NS形　右開き

ＪＷＷＡ　Ｋ１１６

エポキシ樹脂コーティング管継手 ＪＷＷＡ　Ｋ１１７

ソフトシール弁 ＦＣＤ　０．７４MPa K形　右開き

硬質塩化ビニールライニング鋼管

70



ＧＸ形 名 称

地 下 式 消 火 栓

特 殊 継 手

ソ フ ト シ ー ル 弁

バ タ フ ラ イ 弁

不 断 水 仕 切 弁

不 断 水 丁 字 管

補 修 弁

栓

短 管 ２ 号

フランジ付き丁字管

受 挿 し 片 落 管

挿 し 受 片 落 管

短 管 １ 号

フ ラ ン ジ 形

曲 管

三 受 十 字 管

二 受 丁 字 管

継 ぎ 輪

甲 切 管

乙 切 管

Ｋ 形

特 殊 付 属 品

Ｎ Ｓ 形

設計図書等の単位及び記号

　本工事の設計図書は、下記の項目について統一するため、十分理解し完成図書等においても統一を図るこ
と。

（単位の統一）

（記号の統一）

１　材料規格は、すべて㎜単位とする。

２　距離、延長は、すべてｍ単位とする。

３　断面等の寸法は、すべて㎜単位とする。

４　口径は、φで表す。（数字の前へ記入）

名 称

ダクタイル鋳鉄管

受 口

ＧＦＲＦ ＲＦＲＦ

H

ＧＦＲＦ
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0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 2 2 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 2 2 2 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 2 2 3 3 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

　注意事項
1:
2:

3:
4:

5: 　泥吐け工に使用する仕切弁筺（鉄蓋）は、「排泥弁用」を使用すること。ただし、予定線等を仮泥吐工
として使用する場合は通常のものとし、設置する向きは、本管の向きとする。

消火栓（本設）

土被り

筺

B-10

B-20

C

スラブ

　同工事で舗装本復旧を行い、舗装天端高が変更となる場合は、上記の基準に嵩上げ等を行うこと。

　標準ブロックでの設置が困難な場合、又は安全上必要と思われる場合等は、工事打合せ簿を提出し、監
督員の承諾を得ること。

　1、2、管布設高を変更した場合、又は既設管埋設深が異なっていた場合は、変更設計時の精算対象とする

　仮設仕切弁（埋設）の場合は、原則として仕切弁筺のみ、仮設消火栓（埋設）の場合は、消火栓筺及び
スラブのみ設置することとする。

スラブ

スラブ-80 32C-15凹

45C

スラブ-100

砲金仕切弁・スリースバルブ（本設）

土被り

筺

B-10

B-20

B-30

C-30

B-30 B-20

25C-10凹 B-30

32C-30 25C-10凹

筺 筺

B-10 B-5

B-20 B-10

土被り 土被り

筺ブロック設置基準

ソフトシール弁（本設　φ75～150㎜）

土被り

筺

B-10

B-20

B-30

C-30

スラブ

ソフトシール弁（本設　φ200㎜） ソフトシール弁（本設　φ250～300㎜）
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特
記
仕
様
書
（
施
工
条
件
明
示
一
覧
表
）

№
1

☑
別

途
工

事
と

の
工

程
調

整
が

必
要

あ
り

☑
調

整
項

目
（

□
資

材
等

の
流

用
□

仮
設

及
び

工
事

用
道

路
等

の
調

整
□

建
設

機
械

等
の

調
整

（
別

途
工

事
名

：
県

河
川

改
修

事
業

関
連

工
事

　
　

　
　

）
□

施
工

順
序

の
調

整
□

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
☑

別
途

協
議

　
）

□
施

工
時

期
、

施
工

時
間

及
び

施
工

方
法

の
制

限
あ

り
□

制
限

す
る

工
種

名
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

　
施

工
時

期
及

び
施

工
時

間
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

　
　

　
　

施
工

方
法

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
□

工
期

□

□
他

機
関

と
の

協
議

が
未

完
了

□
協

議
が

必
要

な
機

関
名

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
　

協
議

完
了

見
込

み
時

期
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 
）

□
占

用
物

件
と

の
工

程
調

整
の

必
要

あ
り

□
占

用
物

件
名

（
□

電
気

□
電

話
□

水
道

　
□

ガ
ス

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

）

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
用

地
補

償
物

件
の

未
処

理
箇

所
あ

り
□

未
処

理
箇

所
（

□
別

添
図

等
□

№
　

　
　

～
№

　
□

別
途

協
議

　
）

□
完

了
見

込
み

時
期

（
□

令
和

　
　

　
年

　
　

　
月

頃
□

別
途

協
議

　
）

□
仮

設
ヤ

ー
ド

の
有

無
□

仮
設

ヤ
ー

ド
（

□
官

有
地

□
民

有
地

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
別

途
協

議
　

）
　

　
　

□
仮

設
ヤ

ー
ド

使
用

期
間

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

□
仮

設
ヤ

ー
ド

か
ら

の
運

搬
距

離
（

Ｌ
＝

　
　

㎞
）

□
使

用
条

件
・

復
旧

方
法

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
そ

の
他

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

☑
施

工
方

法
の

制
限

あ
り

☑
制

限
項

目
　

（
□

騒
音

□
振

動
□

水
質

□
粉

じ
ん

☑
排

出
ガ

ス
□

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
）

□
施

工
方

法
等

（
□

指
定

工
法

名
（

　
　

　
　

）
□

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
□

別
途

協
議

　
）

□
施

工
時

期
　

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

☑
事

業
損

失
防

止
に

関
す

る
調

査
あ

り
☑

調
査

項
目

　
（

　
□

騒
音

測
定

□
振

動
測

定
□

水
質

調
査

□
近

接
家

屋
の

事
前

・
事

後
調

査
□

地
盤

沈
下

測
定

　
　

□
地

下
水

位
等

の
測

定
☑

そ
の

他
（

　
試

掘
工

　
）

□
別

途
協

議
　

）

□
調

査
方

法
　

（
□

別
途

資
料

　
□

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
□

別
途

協
議

　
）

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

□

☑
交

通
安

全
施

設
等

の
指

定
あ

り
☑

交
通

安
全

施
設

等
の

配
置

　
（

□
別

添
図

等
□

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
）

☑
別

途
協

議
　

）

☑
交

通
誘

導
警

備
員

の
配

置
　

（
□

別
添

図
等

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

）
☑

別
途

協
議

　
）

□
指

定
路

線
☑

指
定

路
線

以
外

☑
交

通
誘

導
警

備
員

の
配

置
人

員
数

☑
概

算
人

数
に

よ
る

算
出

①
交

通
誘

導
警

備
員

の
人

数
は

、
概

算
数

量
と

し
て

い
る

た
め

、
設

計
変

更
の

対
象

と
す

る
。

概
算

延
べ

人
数

：
交

通
誘

導
警

備
員

Ａ
：

人
Ｂ

：
人

 
（

注
：

交
通

誘
導

警
備

員
Ａ

が
配

置
で

き
な

い
場

合
も

変
更

の
対

象
と

す
る

。
）

② ③
交

通
誘

導
警

備
員

の
配

置
完

了
後

、
協

議
に

よ
り

定
め

た
実

績
人

数
が

確
認

で
き

る
資

料
を

提
出

す
る

こ
と

。

□
積

上
げ

に
よ

る
算

出

配
置

人
員

数
（

　
人

）
　

（
う

ち
交

通
誘

導
警

備
員

Ａ
（

　
人

）
）

　
　

　
　

（
注

：
配

置
人

員
数

の
変

更
は

原
則

行
わ

な
い

も
の

と
す

る
。

但
し

、
交

通
誘

導
警

備
員

Ａ
が

配
置

で
き

な
い

場
合

は
変

更
の

対
象

と
す

る
。

）

☑
交

通
誘

導
警

備
員

の
配

置
時

間
（

　
　

全
工

種
　

　
）

☑
交

通
誘

導
警

備
員

の
配

置
期

間
（

　
　

全
工

種
　

　
）

☑
交

通
誘

導
警

備
員

配
置

の
対

象
工

種
（

　
　

全
工

種
　

　
　

）

明
　

示
　

項
　

目
明

　
　

示
　

　
事

　
　

項
条

　
　

　
件

　
　

　
及

　
　

　
び

　
　

　
内

　
　

　
容

工
 
程

 
関

 
係

工
期

は
、

繰
越

手
続

き
が

完
了

後
、

（
　

　
 
　

 
年

　
　

 
　

 
日

）
　

ま
で

に
変

更
し

ま
す

。

用
 
地

 
関

 
係

公
害

対
策

関
係

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

安
全

対
策

関
係

1
4
2

受
注

者
は

、
工

事
着

手
前

に
配

置
計

画
等

（
配

置
人

員
、

期
間

等
）

を
作

成
し

、
そ

れ
を

基
に

、
監

督
員

と
必

要
と

す
る

交
通

誘
導

警
備

員
の

延
べ

配
置

人
員

を
協

議
す

る
こ

と
。

工
事

着
手

後
、

計
画

を
変

更
す

る
必

要
が

生
じ

た
場

合
は

、
随

時
、

協
議

を
行

い
、

計
画

を
見

直
す

こ
と

。
な

お
、

延
べ

配
置

人
員

の
算

出
は

、
県

が
定

め
る

作
業

日
当

た
り

標
準

作
業

量
等

を
用

い
作

成
す

る
も

の
と

し
、

現
場

条
件

等
に

よ
り

県
の

標
準

作
業

量
等

と
差

が
生

じ
る

場
合

は
、

そ
の

理
由

を
明

確
に

し
た

計
画

を
も

っ
て

協
議

す
る

こ
と

。
ま

た
、

実
績

人
数

の
確

認
方

法
に

つ
い

て
も

合
わ

せ
て

協
議

を
行

う
こ

と
。

（
注

）
上

記
受

託
業

務
事

項
・

条
件

及
び

内
容

の
レ

印
当

該
欄

は
、

作
業

に
当

た
っ

て
制

約
を

受
け

る
事

と
な

る
の

で
明

示
す

る
。

　
　

　
明

示
事

項
に

変
更

が
生

じ
た

場
合

及
び

明
示

さ
れ

て
い

な
い

制
約

等
が

発
生

し
た

と
き

は
、

発
注

者
と

別
途

協
議

し
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

　
　

　
別

途
協

議
と

は
、

設
計

・
現

場
説

明
又

は
作

業
打

合
せ

等
に

よ
り

協
議

す
る

も
の

と
す

る
。

津
 
 
 
 
 
 
市

令
和
4
年
7
月
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特
記
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様
書
（
施
工
条
件
明
示
一
覧
表
）

№
2

明
　

示
　

項
　

目
明

　
　

示
　

　
事

　
　

項
条

　
　

　
件

　
　

　
及

　
　

　
び

　
　

　
内

　
　

　
容

☑
近

接
施

設
等

に
対

す
る

制
限

☑
既

存
施

設
あ

り

　
・

近
接

公
共

施
設

　
　

　
（

□
鉄

道
□

電
気

□
電

話
☑

水
道

□
ガ

ス
□

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

）
）

　
・

近
接

施
設

（
□

擁
壁

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
□

ブ
ロ

ッ
ク

塀
□

家
屋

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
）

）

　
・

現
地

の
状

況
を

適
切

に
把

握
し

て
施

工
を

行
う

こ
と

。

□
工

法
制

限
あ

り

　
・

制
限

を
受

け
る

工
種

　
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

　
・

制
限

内
容

　
　

　
　

　
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
土

砂
崩

落
・

発
破

作
業

に
対

す
る

防
護

施
設

等
に

指
定

あ
り

□
安

全
防

護
施

設
等

の
配

置
　

（
□

別
添

図
等

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

）
□

別
途

協
議

　
）

□
保

安
要

員
の

配
置

　
　

　
　

（
□

別
添

図
等

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

）
□

別
途

協
議

　
）

☑
現

場
で

の
安

全
確

保
（

自
主

施
工

の
原

則
）

☑ ☑

☑
事

故
速

報
の

提
出

☑

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
一

般
道

路
（

搬
入

路
）

の
使

用
制

限
あ

り
□

経
路

及
び

使
用

期
間

の
制

限
内

容
　

（
□

別
添

図
等

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

）
□

別
途

協
議

　
）

□
仮

設
道

路
の

設
置

条
件

あ
り

□
使

用
中

及
び

使
用

後
の

措
置

　
　

　
（

□
別

添
図

等
□

そ
の

他
（

 
　

　
　

　
 
）

□
別

途
協

議
　

）

□
用

地
及

び
構

造
　

　
　

　
　

　
　

　
（

□
別

添
図

等
□

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
）

□
別

途
協

議
　

）

□
安

全
施

設
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
（

□
別

添
図

等
□

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
）

□
別

途
協

議
　

）

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
仮

設
備

の
設

置
条

件
あ

り
□

使
用

期
間

及
び

借
地

条
件

　
　

　
　

（
□

別
添

図
等

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

）
□

別
途

協
議

　
）

□
転

用
あ

り
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
回

）

□
兼

用
あ

り
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
そ

の
他

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

□
水

替
工

（
締

切
排

水
工

）
□

施
工

条
件

の
指

定
な

し

□
施

工
条

件
の

指
定

あ
り

①
水

替
工

（
締

切
排

水
工

）
の

水
替

日
数

は
、

概
算

数
量

と
し

て
い

る
た

め
、

設
計

変
更

の
対

象
と

す
る

。

概
算

延
べ

水
替

日
数

：
日

② ③
 

水
替

工
（

締
切

排
水

工
）

完
了

後
、

協
議

に
よ

り
定

め
た

実
績

日
数

が
確

認
で

き
る

資
料

を
提

出
す

る
こ

と
。

□
そ

の
他

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

□
仮

設
物

の
構

造
及

び
施

工
方

法
の

指
定

□
構

造
及

び
設

計
条

件
　

　
　

　
　

　
（

□
別

添
図

等
□

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
）

□
別

途
協

議
　

）

□
施

工
方

法
（

　
　

　
　

）

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

安
全

対
策

関
係

受
注

者
は

、
工

事
中

の
適

切
な

安
全

確
保

の
措

置
等

の
一

切
の

手
段

に
つ

い
て

、
自

ら
の

責
任

に
お

い
て

定
め

、
工

事
を

実
施

す
る

こ
と

。

設
計

図
書

に
明

示
さ

れ
た

施
工

条
件

と
工

事
現

場
が

一
致

せ
ず

、
安

全
確

保
の

た
め

に
指

定
仮

設
の

変
更

や
計

上
が

必
要

な
場

合
は

、
監

督
員

と
協

議
を

行
い

指
示

を
受

け
た

後
、

受
注

者
と

し
て

適
切

な
安

全
確

保
の

措
置

を
講

じ
た

う
え

で
、

工
事

を
実

施
す

る
こ

と
。

受
注

者
は

、
工

事
の

施
工

中
に

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に

は
、

直
ち

に
監

督
員

に
連

絡
す

る
と

と
も

に
、

事
故

の
概

要
を

所
定

の
書

面
に

よ
り

速
や

か
に

報
告

す
る

こ
と

。

工
事

用
道

路
関

係

仮
設

備
関

係

受
注

者
は

、
工

事
着

手
前

に
計

画
工

程
表

等
（

対
象

工
種

、
期

間
等

）
を

作
成

し
、

そ
れ

を
基

に
、

監
督

員
と

必
要

と
す

る
水

替
日

数
を

協
議

す
る

こ
と

。
工

事
着

手
後

、
計

画
を

変
更

す
る

必
要

が
生

じ
た

場
合

は
、

随
時

、
協

議
を

行
い

、
計

画
を

見
直

す
こ

と
。

な
お

、
水

替
日

数
の

算
出

は
、

県
が

定
め

る
作

業
日

当
た

り
標

準
作

業
量

等
を

用
い

作
成

す
る

も
の

と
し

、
現

場
条

件
等

に
よ

り
県

の
標

準
作

業
量

等
と

差
が

生
じ

る
場

合
は

、
そ

の
理

由
を

明
確

に
し

た
計

画
を

も
っ

て
協

議
す

る
こ

と
。

ま
た

、
実

績
日

数
の

確
認

方
法

に
つ

い
て

も
合

わ
せ

て
協

議
を

行
う

こ
と

。

（
注

）
上

記
受

託
業

務
事

項
・

条
件

及
び

内
容

の
レ

印
当

該
欄

は
、

作
業

に
当

た
っ

て
制

約
を

受
け

る
事

と
な

る
の

で
明

示
す

る
。

　
　

　
明

示
事

項
に

変
更

が
生

じ
た

場
合

及
び

明
示

さ
れ

て
い

な
い

制
約

等
が

発
生

し
た

と
き

は
、

発
注

者
と

別
途

協
議

し
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

　
　

　
別

途
協

議
と

は
、

設
計

・
現

場
説

明
又

は
作

業
打

合
せ

等
に

よ
り

協
議

す
る

も
の

と
す

る
。

津
 
 
 
 
 
 
市
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特
記
仕
様
書
（
施
工
条
件
明
示
一
覧
表
）

№
3

明
　

示
　

項
　

目
明

　
　

示
　

　
事

　
　

項
条

　
　

　
件

　
　

　
及

　
　

　
び

　
　

　
内

　
　

　
容

□
建

設
発

生
土

受
入

地
の

指
定

あ
り

□
受

入
地

の
条

件
（

□
別

途
図

面
□

㎞
）

□
受

入
料

金
あ

り
□

受
入

料
金

な
し

□
別

途
協

議
□

そ
の

他
（

）
）

☑
建

設
発

生
土

受
入

地
未

定
☑

☑
k
m
、

□
そ

の
他

（
）

☑
産

業
廃

棄
物

の
処

理
条

件
あ

り
☑

産
業

廃
棄

物
の

種
類

　
　

　
（

☑
コ

ン
塊

☑
ア

ス
塊

□
木

材
□

汚
泥

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

）
）

☑
産

業
廃

棄
物

の
処

分
地

　
　

（
☑

再
生

処
分

場
（

A
s
塊

、
C
o
塊

）
□

最
終

処
分

場
（

　
　

　
　

　
）

□
別

添
図

書

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
□

別
途

協
議

　
）

【
注

：
特

段
の

理
由

に
よ

り
処

分
先

や
運

搬
距

離
を

明
示

す
る

場
合

は
そ

の
他

の
項

目
（

　
　

　
　

　
）

に
記

入
の

こ
と

。
】

□
処

分
場

の
受

入
条

件
　

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

☑
舗

装
切

断
時

の
排

水
処

理

☑
舗

装
切

断
時

の
回

収
水

等
の

運
搬

・
処

理
に

つ
い

て
は

、
契

約
後

、
監

督
員

と
協

議
す

る
こ

と
。

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
工

事
支

障
物

件
あ

り
□

支
障

物
件

名
　

（
□

鉄
道

□
電

気
□

電
話

□
水

道
□

ガ
ス

□
有

線
□

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

□
移

設
時

期
　

　
（

□
令

和
　

　
　

年
　

　
　

月
　

頃
□

別
途

協
議

）

□
防

護
　

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
そ

の
他

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
□

設
計

条
件

（
　

　
　

　
　

）
工

法
区

分
（

　
　

　
　

　
）

材
料

種
類

（
　

　
　

　
　

）
施

工
範

囲
（

　
　

　
　

　
）

□
削

孔
数

量
（

　
　

　
　

　
）

注
入

量
　

（
　

　
　

　
　

）
そ

の
他

　
（

　
　

　
　

　
）

□
□

工
法

関
係

（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

材
料

関
係

（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□ □
□

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

）

☑
再

生
材

使
用

の
指

定
あ

り
☑

再
生

材
の

種
類

（
☑

再
生

Ａ
s
コ

ン
□

再
生

路
盤

材
☑

再
生

ク
ラ

ッ
シ

ャ
ー

ラ
ン

□
道

路
用

盛
土

材
□

再
生

コ
ン

砂
　

）

☑
再

生
材

が
使

用
出

来
な

い
場

合
の

措
置

（
□

新
材

に
変

更
□

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

）
☑

別
途

協
議

　
）

□
六

価
ク

ロ
ム

溶
出

試
験

あ
り

（
環

境
告

示
第

4
6
号

溶
出

試
験

）
□

再
生

コ
ン

ク
リ

ー
ト

砂
（

１
購

入
先

当
た

り
１

検
体

の
試

験
を

行
い

、
試

験
報

告
書

に
は

、
使

用
す

る
工

事
名

称
、

所
在

地
を

記
載

す
る

。
）

☑
三

重
県

リ
サ

イ
ク

ル
製

品
利

用
推

進
条

例
に

基
づ

く
□

認
定

製
品

の
使

用
に

つ
い

て
 
（

認
定

製
品

の
品

名
：

□
盛

土
材

□
埋

戻
し

材
□

サ
ン

ド
ク

ッ
シ

ョ
ン

材
□

上
層

路
盤

材
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

二
次

製
品

□
グ

レ
ー

チ
ン

グ
□

そ
の

他
（

 
）

）

☑
下

記
製

品
を

本
工

事
で

使
用

す
る

場
合

は
、

三
重

県
リ

サ
イ

ク
ル

製
品

利
用

推
進

条
例

に
基

づ
く

認
定

製
品

を
使

用
す

る
よ

う
に

努
め

る
。

 
（

認
定

製
品

の
品

名
：

　
間

伐
材

製
工

事
用

バ
リ

ケ
ー

ド
・

看
板

・
標

示
板

 
 
）

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

提
出

書
類

あ
り

注
入

量
の

確
認

、
注

入
の

管
理

及
び

注
入

の
効

果
の

確
認

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

再
生

材
使

用
関

係

三
重

県
リ

サ
イ

ク
ル

製
品

利
用

推
進

条
例

に
基

づ
く

認
定

製
品

を
使

用
す

る
。

た
だ

し
、

認
定

製
品

が
入

手
で

き
な

い
場

合
は

、
監

督
員

と
別

途
協

議
。

薬
液

注
入

関
係

薬
液

注
入

工
法

等
の

指
定

あ
り

建
設

発
生

土
・

産
業

廃
棄

物
関

係
運

搬
距

離
（

Ｌ
＝

　

受
入

地
未

定
に

つ
き

別
途

協
議

す
る

。
（

暫
定

運
搬

距
離

Ｌ
＝

8

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

・
セ

メ
ン

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
舗

装
の

切
断

時
に

発
生

す
る

排
水

（
泥

水
）

を
河

川
や

側
溝

に
排

水
す

る
こ

と
な

く
排

水
吸

引
機

能
を

有
す

る
切

断
機

械
等

に
よ

り
回

収
す

る
も

の
と

す
る

。
ま

た
、

回
収

水
等

は
、

産
業

廃
棄

物
と

し
て

取
り

扱
う

も
の

と
し

、
適

正
に

処
理

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

「
適

正
に

処
理

」
す

る
と

は
、

「
廃

棄
物

処
理

及
び

清
掃

に
関

す
る

法
律

」
に

基
づ

き
、

産
業

廃
棄

物
の

排
出

事
業

者
（

受
注

者
）

が
産

業
廃

棄
物

の
処

理
を

委
託

す
る

際
、

適
正

処
理

の
た

め
に

必
要

な
廃

棄
物

情
報

（
成

分
や

性
状

等
）

を
処

理
業

者
に

提
供

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
な

お
、

受
注

者
は

、
回

収
水

等
の

産
業

廃
棄

物
管

理
票

（
マ

ニ
フ

ェ
ス

ト
）

に
つ

い
て

、
監

督
員

に
提

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

工
 
事

 
支

 
障

物
 
件

 
関

 
係

（
注

）
上

記
受

託
業

務
事

項
・

条
件

及
び

内
容

の
レ

印
当

該
欄

は
、

作
業

に
当

た
っ

て
制

約
を

受
け

る
事

と
な

る
の

で
明

示
す

る
。

　
　

　
明

示
事

項
に

変
更

が
生

じ
た

場
合

及
び

明
示

さ
れ

て
い

な
い

制
約

等
が

発
生

し
た

と
き

は
、

発
注

者
と

別
途

協
議

し
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

　
　

　
別

途
協

議
と

は
、

設
計

・
現

場
説

明
又

は
作

業
打

合
せ

等
に

よ
り

協
議

す
る

も
の

と
す

る
。
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特
記
仕
様
書
（
施
工
条
件
明
示
一
覧
表
）

№
4

明
　

示
　

項
　

目
明

　
　

示
　

　
事

　
　

項
条

　
　

　
件

　
　

　
及

　
　

　
び

　
　

　
内

　
　

　
容

□
工

事
用

機
材

の
保

管
及

び
仮

置
き

の
必

要
あ

り
□

保
管

場
所

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
期

間
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

そ
の

他
（

　
　

　
　

）

□
現

場
発

生
品

あ
り

□
品

名
（

　
　

　
　

　
　

　
　

）
数

量
（

　
　

　
）

保
管

場
所

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

そ
の

他
（

　
　

　
　

）

□
支

給
品

あ
り

□
品

名
（

　
　

　
　

　
　

　
　

）
数

量
（

　
　

　
）

引
渡

場
所

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

時
期

（
令

和
　

　
年

　
　

月
　

　
日

）
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
盛

土
材

等
工

事
間

流
用

あ
り

□
運

搬
方

法
（

□
受

注
者

で
運

搬
□

受
注

者
以

外
で

運
搬

□
別

途
協

議
□

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
）

）

□
引

渡
場

所
（

□
別

添
図

等
□

別
途

協
議

　
□

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

）

数
量

（
　

　
　

　
　

）
運

搬
距

離
（

Ｌ
＝

　
　

 
㎞

）

□
現

場
環

境
改

善
費

適
用

工
事

□
現

場
環

境
改

善
の

内
容

（
率

分
）

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

□
現

場
環

境
改

善
の

内
容

（
積

上
）

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
□

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 
 
）

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

☑
適

用
条

件
☑

三
重

県
公

共
工

事
共

通
仕

様
書

（
令

和
2
年

8
月

版
）

を
適

用
（

部
分

改
定

を
行

っ
た

内
容

も
含

む
（

最
新

改
定

：
令

和
４

年
７

月
１

日
）

）

☑ □
「

土
木

構
造

物
設

計
マ

ニ
ュ

ア
ル

（
案

）
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

編
」

を
適

用

☑
設

計
変

更
を

行
う

際
に

は
、

津
市

設
計

変
更

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

(
平

成
３

１
年

３
月

）
(
一

部
改

正
：

令
和

２
年

４
月

)
を

参
考

と
す

る
。

□ ☑ ☑ ☑ □
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

デ
ジ

タ
ル

工
事

写
真

の
電

子
小

黒
板

を
使

用
す

る
場

合
は

予
め

工
事

打
合

簿
に

て
監

督
員

に
報

告
を

行
う

こ
と

。
ま

た
、

三
重

県
デ

ジ
タ

ル
工

事
写

真
の

小
黒

板
情

報
電

子
化

に
係

る
特

記
仕

様
書

に
準

拠
す

る
こ

と

ダ
ン

プ
ト

ラ
ッ

ク
等

に
よ

る
過

積
載

等
の

防
止

に
関

す
る

特
記

仕
様

書
（

三
重

県
）

に
準

拠
す

る
こ

と

支
援

技
術

者
１
．
本
工
事
は
現
場
に
お
け
る
現
場
技
術
業
務
を
〔
例
示
－
（
公
財
）
三
重
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー
〕
に
委
託
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
支
援
技
術
者
が
監
督
員

　
に
代
わ
っ
て
施
工
体
制
点
検
、
現
場
で
立
会
、
観
察
又
は
検
測
を
行
う
際
は
、
そ
の
業
務
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
書
類
（
施
工
体
制
台
帳

　
、
計
画
書
、
報
告
書
、
デ
ー
タ
、
図
面
等
）
の
審
査
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
説
明
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
支
援
技
術
者
は

　
、
工
事
請
負
契
約
書
第
９
条
に
規
定
す
る
監
督
員
で
は
な
く
、
指
示
、
承
諾
、
協
議
、
検
査
の
適
否
の
判
定
等
を
行
う
権
限
は
有
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

２
．
監
督
員
か
ら
受
注
者
に
対
す
る
指
示
又
は
通
知
等
を
支
援
技
術
者
を
通
じ
て
行
う
場
合
に
は
、
監
督
員
か
ら
直
接
、
指
示
又
は
通
知
が
あ
っ
た
も
の
と
み

 
な
す
。

３
．
監
督
員
の
指
示
に
よ
り
受
注
者
が
監
督
員
に
対
し
て
行
う
報
告
又
は
通
知
は
、
支
援
技
術
者
を
通
じ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４
．
本
工
事
を
担
当
す
る
支
援
技
術
者
の
氏
名
は
右
記
の
通
り
で
あ
る
。
　
支
援
技
術
者
：

電
子

メ
ー

ル
を

活
用

し
た

情
報

共
有

を
行

う
場

合
は

予
め

工
事

打
合

簿
に

て
監

督
員

に
報

告
を

行
う

こ
と

。
実

施
方

法
に

つ
い

い
て

は
監

督
員

の
指

示
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

そ
　

の
　

他

適
 
用

 
条

 
件

三
重

県
公

共
工

事
共

通
仕

様
書

 
1
-
1
-
1
-
2
 
第

2
2
項

中
「

電
子

メ
ー

ル
な

ど
の

署
名

ま
た

は
押

印
が

不
要

な
手

段
に

よ
り

」
と

あ
る

の
は

「
電

子
メ

ー
ル

な
ど

に
よ

り
」

と
、

第
2
6
項

「
書

面
と

は
、

手
書

き
、

印
刷

物
等

に
よ

る
工

事
打

合
せ

簿
等

の
工

事
帳

票
を

い
い

、
発

行
年

月
日

を
記

載
し

、
署

名
ま

た
は

押
印

し
た

も
の

を
有

効
と

す
る

。
た

だ
し

、
情

報
共

有
シ

ス
テ

ム
を

用
い

て
作

成
さ

れ
、

指
示

、
承

諾
、

協
議

、
提

出
、

報
告

、
通

知
が

行
わ

れ
た

工
事

帳
票

に
つ

い
て

は
、

署
名

ま
た

は
押

印
が

な
く

て
も

有
効

と
す

る
。

」
と

あ
る

の
は

「
書

面
と

は
、

工
事

打
合

せ
簿

等
の

工
事

帳
票

を
い

い
、

情
報

共
有

シ
ス

テ
ム

を
用

い
て

作
成

さ
れ

、
指

示
、

承
諾

、
協

議
、

提
出

、
報

告
、

通
知

が
行

わ
れ

た
も

の
を

有
効

と
す

る
。

た
だ

し
、

情
報

共
有

シ
ス

テ
ム

を
用

い
な

い
場

合
は

、
発

行
年

月
日

を
記

載
し

、
記

名
（

署
名

ま
た

は
押

印
を

含
む

）
し

た
も

の
も

有
効

と
す

る
。

」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。

（
注

）
上

記
受

託
業

務
事

項
・

条
件

及
び

内
容

の
レ

印
当

該
欄

は
、

作
業

に
当

た
っ

て
制

約
を

受
け

る
事

と
な

る
の

で
明

示
す

る
。

　
　

　
明

示
事

項
に

変
更

が
生

じ
た

場
合

及
び

明
示

さ
れ

て
い

な
い

制
約

等
が

発
生

し
た

と
き

は
、

発
注

者
と

別
途

協
議

し
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

　
　

　
別

途
協

議
と

は
、

設
計

・
現

場
説

明
又

は
作

業
打

合
せ

等
に

よ
り

協
議

す
る

も
の

と
す

る
。

津
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特
記
仕
様
書
（
施
工
条
件
明
示
一
覧
表
）

№
5

明
　

示
　

項
　

目
明

　
　

示
　

　
事

　
　

項
条

　
　

　
件

　
　

　
及

　
　

　
び

　
　

　
内

　
　

　
容

☑
一

般
監

督
重

点
監

督
の

場
合

　
【

注
：

全
て

の
工

種
に

適
用

し
な

い
場

合
は

、
対

象
工

種
欄

を
チ

ェ
ッ

ク
し

、
対

象
工

種
名

を
記

入
す

る
こ

と
。

】

□
全

て
の

工
種

に
適

用
す

る
。

□
対

象
工

種
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

□
重

点
監

督
　

※
こ

れ
以

外
は

、
一

般
監

督
と

す
る

。

□
工

事
完

成
図

書
（

工
事

写
真

含
む

）
□

工
事

完
成

図
書

は
電

子
納

品
と

す
る

。
た

だ
し

、
電

子
化

が
困

難
な

部
分

に
つ

い
て

監
督

員
と

協
議

承
諾

を
得

た
も

の
に

つ
い

て
は

こ
の

限
り

で
は

な
い

。

☑
電

子
納

品
対

象
外

電
子

媒
体

の
提

出
部

数
は

、
（

□
２

部
□

（
　

　
　

　
）

部
）

と
す

る
。

□
4
年

7
月

改
訂

）
を

適
用

□
地

盤
情

報
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
の

登
録

の
必

要
あ

り
□

検
定

及
び

登
録

機
関

（
一

般
財

団
法

人
国

土
地

盤
情

報
セ

ン
タ

ー
（

h
t
t
p
s
:
/
/
n
g
i
c
.
o
r
.
j
p
/
）

）

□
検

定
料

金
の

計
上

（
□

Ａ
検

定
□

Ｂ
検

定
）

（
注

：
受

注
後

、
こ

れ
に

よ
り

難
い

場
合

は
設

計
変

更
の

対
象

と
す

る
。

）

☑
産

業
廃

棄
物

税
☑

☑
コ

リ
ン

ズ
（

C
O
R
I
N
S
）

の
作

成
・

登
録

☑
三

重
県

公
共

工
事

共
通

仕
様

書
に

基
づ

き
、

コ
リ

ン
ズ

（
C
O
R
I
N
S
）

の
作

成
・

登
録

を
行

う
こ

と
。

☑
建

設
副

産
物

情
報

交
換

シ
ス

テ
ム

☑

□
建

設
発

生
土

情
報

交
換

シ
ス

テ
ム

□

□
下

請
企

業
の

次
数

制
限

□
本

工
事

に
お

け
る

下
請

の
次

数
は

、
２

次
（

建
築

一
式

工
事

は
３

次
）

ま
で

と
す

る
。

上
記

次
数

を
超

え
る

下
請

契
約

を
締

結
す

る
場

合
は

、
下

請
契

約
締

結
前

に
書

面
に

よ
り

発
注

者
の

承
諾

を
得

る
こ

と
。

□
特

例
監

理
技

術
者

の
設

置
□

☑
下

請
契

約
又

は
再

委
託

に
お

い
て

市
内

本
店

事
業

者
の

活
用

☑

☑
☑

☑
建

設
機

械
、

機
器

等
の

借
入

れ
☑

☑
使

用
人

等
に

お
い

て
市

民
の

活
用

☑
業

務
従

事
者

等
の

使
用

人
等

が
必

要
と

な
る

場
合

は
、

使
用

人
等

に
市

民
を

活
用

す
る

よ
う

配
慮

す
る

こ
と

。

☑
☑

　
⑶
　
受
注
者
等
は
、
労
働
者
と
対
等
な
労
使
関
係
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
下
請
契
約
等
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
下
請
契
約
等
の
相
手
方
と
対
等
な
立
場
に

お
け
る
合
意
に
基
づ
い
た
適
正
な
契
約
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
⑷
　
受
注
者
等
は
、
下
請
契
約
等
の
相
手
方
を
選
定
す
る
と
き
、
又
は
資
材
等
を
調
達
す
る
と
き
は
、
地
域
経
済
の
発
展
に
配
慮
し
、
本
市
の
区
域
内
に
主
た
る
事
務

所
を
有
す
る
事
業
者
又
は
本
市
の
区
域
内
で
生
産
さ
れ
た
資
材
等
を
活
用
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
⑸
　
受
注
者
等
は
、
公
契
約
に
携
わ
る
者
と
し
て
、
社
会
的
な
責
任
を
自
覚
し
、
公
契
約
を
適
正
に
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
⑹
　
受
注
者
等
は
、
条
例
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
市
長
又
は
上
下
水
道
事
業
管
理
者
（
以
下
「
市
長
等
」
と
い
う
。
）
が
行
う
報
告
の
求
め
及
び
立
入
検
査

そ
の
他
本
市
が
実
施
す
る
公
契
約
に
関
す
る
施
策
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

津
市

公
契

約
条

例
津

市
公

契
約

条
例

に
関

す
る

特
記

締
結
す
る
公
契
約
に
お
い
て
、
労
働
者
の
労
働
環
境
の
確
保
、
優
良
な
事
業
者
の
育
成
及
び
地
域
経
済
の
健
全
な
発
展
を
図
る
た
め
必
要
な
事
項
を
定
め
る
。

１
　
受
注
者
の
責
務

　
⑴
　
関
係
法
令
及
び
条
例
の
規
定
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
⑵
　
受
注
者
等
は
、
労
働
者
の
適
正
な
労
働
環
境
の
確
保
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

下
請

関
係

下
請

企
業

次
数

制
限

特
例

監
理

技
術

者
の

設
置

本
工

事
は

、
建

設
業

法
第

２
６

条
第

３
項

た
だ

し
書

の
規

定
（

監
理

技
術

者
（

特
例

監
理

技
術

者
）

の
配

置
）

を
適

用
す

る
。

な
お

、
配

置
を

行
う

場
合

は
、

追
加

特
記

仕
様

書
 
[
特

例
監

理
技

術
者

等
の

配
置

]
に

示
す

要
件

を
全

て
満

た
さ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
（

三
重

県
H
P
「

三
重

県
の

公
共

事
業

情
報

」
を

参
照

）

配
慮

依
頼

事
項

下
請

契
約

又
は

再
委

託
（

一
次

下
請

以
降

の
す

べ
て

の
下

請
負

人
又

は
再

委
託

者
含

む
。

）
が

認
め

ら
れ

た
契

約
に

あ
っ

て
は

、
下

請
契

約
又

は
再

委
託

等
に

お
い

て
市

内
本

店
事

業
者

を
活

用
す

る
こ

と
に

配
慮

す
る

こ
と

。

資
材

、
原

材
料

の
市

内
本

店
事

業
者

か
ら

の
調

達
及

び
地

元
製

品
の

使
用

資
材

、
原

材
料

等
の

調
達

が
必

要
と

な
る

場
合

は
、

市
内

本
店

事
業

者
か

ら
調

達
す

る
こ

と
及

び
地

元
製

品
、

地
元

生
産

品
を

使
用

す
る

こ
と

に
配

慮
す

る
こ

と
。

建
設

機
械

、
機

器
等

の
借

入
れ

が
必

要
と

な
る

場
合

は
、

市
内

本
店

事
業

者
か

ら
借

入
れ

す
る

こ
と

に
配

慮
す

る
こ

と
。

三
重

県
Ｃ

Ａ
Ｌ

Ｓ
電

子
納

品
運

用
マ

ニ
ュ

ア
ル

（
令

和

地
質

調
査

の
電

子
成

果
品

等

産
業

廃
棄

物
税

本
工

事
に

は
産

業
廃

棄
物

税
相

当
分

が
計

上
さ

れ
て

い
な

い
た

め
、

受
注

者
が

課
税

対
象

と
な

っ
た

場
合

に
は

完
成

年
度

の
翌

年
度

の
4
月

1
日

か
ら

8
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
別

に
定

め
る

様
式

に
産

業
廃

棄
物

税
納

税
証

明
書

等
を

添
付

し
て

当
該

工
事

の
発

注
者

に
対

し
て

支
払

請
求

を
行

う
こ

と
。

な
お

、
こ

の
期

間
を

超
え

て
請

求
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
ま

た
、

設
計

数
量

を
超

え
て

請
求

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

コ
リ

ン
ズ

作
成

・
登

録

建
設

副
産

物
・

建
設

発
生

土
情

報
交

換
シ

ス
テ

ム

三
重

県
公

共
工

事
共

通
仕

様
書

に
基

づ
き

、
建

設
副

産
物

情
報

交
換

シ
ス

テ
ム

に
デ

ー
タ

を
入

力
す

る
こ

と
。

三
重

県
公

共
工

事
共

通
仕

様
書

に
基

づ
き

、
建

設
発

生
土

情
報

交
換

シ
ス

テ
ム

の
デ

ー
タ

更
新

を
行

う
こ

と
。

監
督

の
区

分
共

通
仕

様
書

第
3
編

3
-
1
-
1
-
4

第
6
項

、
第

1
0
項

に
規

定
す

る
表

3
-
1
-
1
(
1
)
、

表
3
-
1
-
1
(
2
)

（
た

だ
し

、
低

入
札

価
格

調
査

制
度

の
調

査
対

象
工

事
と

な
っ

た
場

合
は

、
全

て
の

工
種

を
重

点
監

督
と

す
る

。
）

電
 
子

 
納

 
品

（
注

）
上

記
受

託
業

務
事

項
・

条
件

及
び

内
容

の
レ

印
当

該
欄

は
、

作
業

に
当

た
っ

て
制

約
を

受
け

る
事

と
な

る
の

で
明

示
す

る
。

　
　

　
明

示
事

項
に

変
更

が
生

じ
た

場
合

及
び

明
示

さ
れ

て
い

な
い

制
約

等
が

発
生

し
た

と
き

は
、

発
注

者
と

別
途

協
議

し
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

　
　

　
別

途
協

議
と

は
、

設
計

・
現

場
説

明
又

は
作

業
打

合
せ

等
に

よ
り

協
議

す
る

も
の

と
す

る
。

津
 
 
 
 
 
 
市

令
和
4
年
7
月
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特
記
仕
様
書
（
施
工
条
件
明
示
一
覧
表
）

№
6

明
　

示
　

項
　

目
明

　
　

示
　

　
事

　
　

項
条

　
　

　
件

　
　

　
及

　
　

　
び

　
　

　
内

　
　

　
容

☑
☑

☑
☑

☑
☑

☑
☑

　
⑵
　
上
記
１
受
注
者
の
義
務
に
違
反
し
た
受
注
者
等
に
対
し
て
も
、
指
名
停
止
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

３
　
契

約
等

の
解

除

　
⑴
　
暴
力
団
等
と
認
め
ら
れ
る
と
き
な
ど
に
よ
り
指
名
停
止
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
入
札
参
加
資
格
者
等
と
の
契
約
等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
⑶
　
暴
力
団
等
と
認
め
ら
れ
る
廃
棄
物
処
理
業
者
が
有
す
る
廃
棄
物
処
理
施
設
及
び
廃
棄
物
処
理
業
者
等
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
⑷
　
本
市
と
締
結
し
た
契
約
等
の
履
行
に
当
た
り
、
受
注
者
等
が
暴
力
団
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
断
固
と
し
て
こ
れ
を
拒
否
し
、
直
ち
に
発
注
者

に
文

書
に
て
報

告
す

る
と
と
も
に
所

管
の
警

察
署

に
通

報
し
捜

査
上

必
要

な
協

力
を
行

う
こ
と
。

　
⑸
　
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
発
注
者
に
文
書
に
て
そ
の
内
容
を
報
告
す
る
こ
と
。

　
⑹

　
受

注
者

等
が
不

当
介

入
を
受

け
た
こ
と
を
理

由
に
契

約
期

間
の
延

長
等

が
必

要
と
な
っ
た
と
き
は
、
発
注
者
に
契
約
金
の
延
長
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
入
札
参
加
資
格
者
等
及
び
受
注
者
等
に
対
す
る
措
置

　
⑴
　
入
札
参
加
資
格
等
又
は
そ
の
役
員
等
が
暴
力
団
等
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
暴
力
団
等
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
な
ど
は
、
当
該
入
札

資
格

者
等

に
対

し
、
津
市
建
設
工
事
等
指
名
停
止
基
準
に
基
づ
く
指
名
停
止
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

暴
力

団
等

の
不

当
介

入
の

排
除

等
暴

力
団

等
の

不
当

介
入

の
排

除
等

に
関

す
る

特
記

締
結
す
る
契
約
等
か
ら
暴
力
団
、
暴
力
団
関
係
者
、
暴
力
団
関
係
者
法
人
等
（
以
下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。
）
の
不
当
加
入
を
排
除
し
、
契
約
等
の
適
正
な
履
行
を
確
保
す
た
め
必

要
な
事
項
を
定
め
る
。

１
　
受

注
者

の
義

務

　
⑴
　
契
約
の
相
手
方
及
び
下
請
負
人
等
（
以
下
「
受
注
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
暴
力
団
等
と
認
め
ら
れ
る
下
請
負
人
等
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
⑵
　
暴
力
団
等
と
認
め
ら
れ
る
資
材
販
売
業
者
か
ら
資
材
等
を
購
入
し
て
は
な
ら
な
い
。

社
会

保
険

等
未

加
入

対
策

社
会

保
険

等
未

加
入

対
策

（
健

康
保

険
、

厚
生

年
金

保
険

及
び

雇
用

保
険

）
適
用
除
外
で
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
社
会
保
険
等
に
未
加
入
で
あ
る
建
設
業
者
を
下
請
負
人
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

受
注
者
は
、
施
工
体
制
台
帳
・
再
下
請
負
通
知
書
の
「
健
康
保
険
等
の
加
入
状
況
」
欄
に
よ
り
下
請
業
者
が
社
会
保
険
等
に
加
入
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ

と
。
ま
た
、
発
注
者
が
加
入
状
況
を
証
明
す
る
書
類
の
提
出
又
は
提
示
を
求
め
た
場
合
、
速
や
か
に
対
応
す
る
こ
と
。

法
定

福
利

費
の

負
担

法
定

福
利

費
を

明
記

し
た

標
準

見
積

書
の

活
用

法
定
福
利
費
は
事
業
主
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
社
会
保
険
料
で
あ
り
、
元
請
負
人
及
び
下
請
負
人
は
見
積
時
に
法
定
福
利
費
を
必
要
経
費
と
し
て
適
正
に
確
保
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
元
請
負
人
は
標
準
見
積
書
の
活
用
等
に
よ
る
法
定
福
利
費
相
当
額
を
内
訳
明
示
し
た
見
積
書
の
提
出
を
下
請
人
に
働
き
か
け
る
こ
と
。
ま
た
、
二

次
下
請
以
降
に
つ
い
て
も
同
様
に
標
準
見
積
書
の
活
用
に
努
め
る
こ
と
。

（
津
市
Ｈ
Ｐ
「
仕
事
・
産
業
－
入
札
・
契
約
－
工
事
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
関
係
－
調
達
契
約
課
か
ら
の
お
知
ら
せ
（
工
事
・
コ
ン
サ
ル
）
」
を
参
照
）

２
　
関
係
法
令
に
違
反
し
関
係
機
関
か
ら
是
正
勧
告
等
が
あ
っ
た
場
合
は
、
津
市
長
又
は
津
市
上
下
水
道
事
業
管
理
者
（
以
下
「
市
長
等
」
と
い
う
。
）
へ
報
告
す
る
こ

と
。

３
　
条
例
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
求
め
及
び
立
入
検
査
に
対
し
、
誠
実
に
対
応
す
る
こ
と
。

４
　
労
働
者
が
条
例
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
当
該
労
働
者
に
対
し
、
解
雇
そ
の
他
の
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
な
い
こ
と
。

５
　
労
働
者
に
対
し
、
条
例
の
内
容
に
つ
い
て
周
知
を
行
う
こ
と
。

６
労
働
者
の
賃
金
水
準
の
引
上
げ
に
関
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
場
合
は
、
下
請
契
約
等
の
請
負
契
約
金
額
の
見
直
し
、
労
働
者
の
賃
金
の
引
上
げ
等
に
つ

い
て

適
切

に
対
応
す
る
こ
と
。

７
　
市
長
等
が
行
う
施
策
に
協
力
す
る
こ
と
。

　
⑴
　
条
例
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
怠
り
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、

若
し
く
は
質
問
に
対
し
て
応
答
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
回
答
を
し
た
と
き
。

　
⑵
　
条
例
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
。

　
⑶
　
条
例
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
怠
り
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

　
⑷
　
⑴
か
ら
⑶
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
条
例
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

　
⑸
　
特
定
公
契
約
に
あ
っ
て
は
、
別
紙
誓
約
事
項
に
違
反
し
た
と
き
。

労
働

環
境

の
確

保
に

係
る

誓
約

事
項

津
市
公
契
約
条
例
（
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
６
条
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
事
項
に
つ
い
て
了
承
し
、
遵
守
す
る
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
。
ま
た
、
誓
約
内
容
に
違
反

が
あ
っ
た
場
合
等
に
お
け
る
関
係
機
関
へ
の
通
報
、
指
名
停
止
、
契
約
解
除
及
び
違
約
金
徴
収
に
つ
い
て
異
議
は
あ
り
ま
せ
ん
。

１
　
津
市
公
契
約
条
例
施
行
規
則
第
８
条
に
掲
げ
る
関
係
法
令
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
関
係
法
令
」
と
い
う
。
）
を
遵
守
す
る
こ
と
。

津
市

公
契

約
条

例
２
　
公
契
約
の
解
除
等

　
市
長
等
は
、
受
注
者
等
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
公
契
約
の
解
除
、
受
注
者
等
の
指
名
停
止
等
必
要
な
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
注

）
上

記
受

託
業

務
事

項
・

条
件

及
び

内
容

の
レ

印
当

該
欄

は
、

作
業

に
当

た
っ

て
制

約
を

受
け

る
事

と
な

る
の

で
明

示
す

る
。

　
　

　
明

示
事

項
に

変
更

が
生

じ
た

場
合

及
び

明
示

さ
れ

て
い

な
い

制
約

等
が

発
生

し
た

と
き

は
、

発
注

者
と

別
途

協
議

し
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

　
　

　
別

途
協

議
と

は
、

設
計

・
現

場
説

明
又

は
作

業
打

合
せ

等
に

よ
り

協
議

す
る

も
の

と
す

る
。

津
 
 
 
 
 
 
市

令
和
4
年
7
月

84



特
記
仕
様
書
（
施
工
条
件
明
示
一
覧
表
）

№
7

明
　

示
　

項
　

目
明

　
　

示
　

　
事

　
　

項
条

　
　

　
件

　
　

　
及

　
　

　
び

　
　

　
内

　
　

　
容

☑
☑

☑
☑

ワ
ン

デ
ー

レ
ス

ポ
ン

ス
ワ

ン
デ

ー
レ

ス
ポ

ン
ス

の
実

施
１

 
 
こ

の
工

事
は

、
ワ

ン
デ

ー
レ

ス
ポ

ン
ス

実
施

対
象

工
事

で
あ

る
。

「
ワ

ン
デ

ー
レ

ス
ポ

ン
ス

」
と

は
受

注
者

か
ら

の
質

問
、

協
議

等
に

対
し

、
発

注
者

は
、

基
本

的
に

「
そ

の
日

の
う

ち
」

に
回

答
す

る
よ

う
対

応
す

る
こ

と
で

あ
る

。
た

だ
し

、
即

日
回

答
が

困
難

な
場

合
は

、
い

つ
ま

で
に

回
答

が
必

要
な

の
か

を
受

注
者

と
協

議
の

う
え

、
回

答
期

限
を

設
け

る
な

ど
、

何
ら

か
の

回
答

を
「

そ
の

日
の

う
ち

」
に

す
る

こ
と

と
す

る
。

　
　

な
お

、
質

問
・

協
議

等
に

あ
た

っ
て

は
、

詳
細

な
状

況
資

料
等

を
添

え
る

も
の

と
し

、
内

容
に

よ
っ

て
は

、
根

拠
資

料
を

揃
え

た
提

案
を

含
む

も
の

と
す

る
。

２
 
 
受

注
者

は
計

画
工

程
表

の
提

出
に

あ
た

っ
て

、
作

業
間

の
関

連
把

握
や

工
事

の
進

捗
状

況
等

を
把

握
で

き
る

工
程

管
理

方
法

に
つ

い
て

、
監

督
職

員
と

協
議

を
お

こ
な

う
こ

と
。

３
 
 
受

注
者

は
三

重
県

公
共

工
事

共
通

仕
様

書
「

１
－

１
－

３
設

計
図

書
の

照
査

等
」

に
基

づ
き

、
適

切
に

設
計

図
書

の
照

査
を

実
施

す
る

こ
と

。

４
 
 
受

注
者

は
工

事
施

工
中

に
お

い
て

、
問

題
が

発
生

し
た

場
合

及
び

計
画

工
程

と
実

施
工

程
を

比
較

照
査

し
、

差
異

が
生

じ
た

場
合

は
速

や
か

に
文

書
に

て
監

督
職

員
へ

報
告

す
る

こ
と

。

５
 
 
発

注
者

が
効

果
・

課
題

等
を

把
握

す
る

た
め

ア
ン

ケ
ー

ト
等

の
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

調
査

を
実

施
す

る
場

合
、

受
注

者
は

協
力

す
る

こ
と

。

２
　

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

に
つ

い
て

は
、

特
に

、
①

密
閉

空
間

、
②

密
集

場
所

、
③

密
接

場
面

と
い

う
３

つ
の

条
件

（
以

下
「

三
つ

の
密

」
と

い
う

。
）

が
同

時
に

重
な

る
場

で
は

、
感

染
を

拡
大

す
る

リ
ス

ク
が

高
い

こ
と

か
ら

、
建

設
現

場
等

に
お

け
る

朝
礼

・
点

呼
や

現
場

事
務

所
等

に
お

け
る

各
種

の
打

合
せ

、
更

衣
室

等
に

お
け

る
着

替
え

や
詰

め
所

等
で

の
食

事
・

休
憩

な
ど

、
元

請
事

業
者

を
は

じ
め

、
下

請
事

業
者

等
の

多
人

数
が

集
ま

る
場

面
や

密
室

・
密

閉
空

間
に

お
け

る
作

業
な

ど
に

お
い

て
は

、
他

の
作

業
従

事
者

と
一

定
の

距
離

を
保

つ
こ

と
や

作
業

場
所

の
換

気
の

励
行

な
ど

、
三

つ
の

密
の

回
避

や
影

響
を

緩
和

す
る

た
め

の
対

策
に

万
全

を
期

す
こ

と
。

３
　

感
染

拡
大

防
止

対
策

を
実

施
す

る
た

め
に

追
加

で
費

用
を

要
す

る
場

合
は

、
設

計
変

更
の

対
象

と
す

る
た

め
、

監
督

員
と

協
議

を
行

う
こ

と
。

た
だ

し
、

感
染

防
止

対
策

に
つ

い
て

施
工

計
画

書
に

記
載

し
た

上
で

履
行

す
る

こ
と

を
前

提
と

す
る

。

４
　

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
感

染
拡

大
防

止
の

た
め

、
「

工
事

の
一

時
中

止
や

工
期

の
延

長
」

が
必

要
な

場
合

に
は

、
監

督
員

と
協

議
を

行
う

こ
と

。

５
　

作
業

従
事

者
等

が
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

感
染

者
及

び
濃

厚
接

触
者

（
以

下
「

感
染

者
等

」
と

い
う

。
）

で
あ

る
こ

と
が

判
明

し
た

場
合

は
、

速
や

か
に

監
督

員
に

報
告

す
る

こ
と

。
ま

た
、

保
健

所
等

の
指

導
に

従
い

、
感

染
者

等
の

自
宅

待
機

な
ど

の
適

切
な

措
置

を
講

じ
る

こ
と

。
な

お
、

感
染

者
等

で
あ

る
こ

と
が

判
明

し
た

場
合

は
、

本
工

事
の

み
な

ら
ず

、
受

注
者

が
本

市
と

契
約

中
の

全
て

の
工

事
に

つ
い

て
、

一
時

中
止

の
措

置
を

行
う

場
合

が
あ

る
。

６
　

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
影

響
に

伴
い

、
受

注
者

又
は

発
注

者
は

、
施

工
条

件
、

施
工

方
法

等
に

変
更

の
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

津
市

工
事

請
負

契
約

約
款

第
１

９
条

（
設

計
図

書
の

変
更

）
の

規
定

に
基

づ
き

、
発

注
者

及
び

受
注

者
が

協
議

し
て

、
こ

れ
を

定
め

る
も

の
と

し
ま

す
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
と

き
は

、
工

期
若

し
く

は
請

負
代

金
額

の
変

更
の

対
象

と
す

る
も

の
と

す
る

。

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
拡

大
防

止
措

置
等

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
拡

大
防

止
措

置
等

に
関

す
る

特
記

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
拡

大
防

止
措

置
等

に
つ

い
て

は
、

以
下

に
よ

り
徹

底
を

図
る

も
の

と
す

る
。

１
 
 
工

事
の

円
滑

な
施

工
確

保
を

図
る

観
点

か
ら

、
本

工
事

の
現

場
等

の
み

な
ら

ず
関

係
す

る
会

社
・

事
務

所
等

も
含

め
、

現
場

状
況

な
ど

を
勘

案
し

つ
つ

、
ア

ル
コ

ー
ル

消
毒

液
の

設
置

や
不

特
定

の
者

が
触

れ
る

箇
所

の
定

期
的

な
消

毒
、

手
洗

い
・

う
が

い
な

ど
、

感
染

予
防

の
対

応
を

徹
底

す
る

と
と

も
に

、
す

べ
て

の
作

業
従

事
者

等
の

健
康

管
理

に
留

意
す

る
こ

と
。

（
注

）
上

記
受

託
業

務
事

項
・

条
件

及
び

内
容

の
レ

印
当

該
欄

は
、

作
業

に
当

た
っ

て
制

約
を

受
け

る
事

と
な

る
の

で
明

示
す

る
。

　
　

　
明

示
事

項
に

変
更

が
生

じ
た

場
合

及
び

明
示

さ
れ

て
い

な
い

制
約

等
が

発
生

し
た

と
き

は
、

発
注

者
と

別
途

協
議

し
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

　
　

　
別

途
協

議
と

は
、

設
計

・
現

場
説

明
又

は
作

業
打

合
せ

等
に

よ
り

協
議

す
る

も
の

と
す

る
。

津
 
 
 
 
 
 
市

令
和
4
年
7
月
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特
記
仕
様
書
（
施
工
条
件
明
示
一
覧
表
）

№
8

明
　

示
　

項
　

目
明

　
　

示
　

　
事

　
　

項
条

　
　

　
件

　
　

　
及

　
　

　
び

　
　

　
内

　
　

　
容

☑
☑

☑
☑

津
市

工
事

請
負

の
地

元
調

整
津

市
工

事
請

負
の

地
元

調
整

に
関

す
る

特
記

仕
様

書
本

工
事

の
地

元
調

整
に

つ
い

て
は

下
記

の
と

お
り

行
う

も
の

と
す

る
。

１
 
趣

旨
　

津
市

工
事

請
負

に
係

る
地

元
調

整
に

つ
い

て
は

、
三

重
県

公
共

工
事

共
通

仕
様

書
（

以
下

「
共

仕
」

と
い

う
。

）
の

「
受

注
者

は
、

工
事

の
施

工
に

あ
た

り
、

地
域

住
民

と
の

間
に

紛
争

が
生

じ
な

い
よ

う
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

」
及

び
特

記
仕

様
書

の
「

受
注

者
は

、
工

事
中

の
適

切
な

安
全

確
保

の
措

置
等

の
一

切
の

手
段

に
つ

い
て

、
自

ら
の

責
任

に
お

い
て

定
め

、
工

事
を

実
施

す
る

こ
と

」
と

記
載

さ
れ

て
い

る
。

し
か

し
な

が
ら

、
地

元
代

表
者

に
着

工
同

意
権

が
あ

る
よ

う
に

誤
っ

た
解

釈
が

さ
れ

、
工

事
実

施
に

支
障

を
き

た
す

事
例

が
発

生
し

ま
し

た
。

こ
の

こ
と

か
ら

、
本

特
記

仕
様

書
に

お
い

て
、

工
事

説
明

の
進

め
方

や
不

当
要

求
行

為
等

へ
の

対
応

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

で
あ

る
。

２
 
発

注
者

及
び

受
注

者
の

責
務

 
⑴

 
工

事
発

注
に

係
る

工
事

の
必

要
性

、
設

計
図

書
に

お
け

る
工

事
目

的
物

の
仕

様
及

び
施

工
条

件
な

ど
に

係
る

地
元

調
整

に
関

す
る

こ
と

は
、

発
注

者
の

責
務

と
す

る
。

 
⑵

 
上

記
⑴

以
外

の
工

事
目

的
物

を
完

成
す

る
た

め
の

施
工

に
関

す
る

必
要

な
地

元
調

整
は

、
受

注
者

の
責

務
と

す
る

。

３
 
定

義
 
⑴

 
「

地
元

代
表

者
等

」
と

は
、

連
合

自
治

会
長

、
自

治
会

長
等

地
域

を
と

り
ま

と
め

る
者

を
い

う
。

ま
た

、
水

利
組

合
、

漁
業

協
同

組
合

等
な

ど
利

害
関

係
者

の
代

表
者

を
含

む
も

の
と

す
る

。
 
⑵

 
「

不
当

要
求

行
為

等
」

と
は

、
 
 
ア

 
正

当
な

理
由

な
く

面
会

を
強

要
す

る
行

為
又

は
拒

否
す

る
行

為
 
 
イ

 
暴

力
行

為
、

脅
迫

行
為

 
 
ウ

 
正

当
な

権
利

行
使

を
装

い
、

又
は

社
会

常
識

を
逸

脱
し

た
手

段
に

よ
り

金
銭

又
は

権
利

を
不

当
に

要
求

す
る

行
為

 
 
エ

 
粗

野
又

は
乱

暴
な

言
動

に
よ

り
他

人
に

不
安

又
は

嫌
悪

の
情

を
抱

か
せ

る
行

為
 
 
オ

 
下

請
負

人
等

に
特

定
の

者
を

採
用

す
る

よ
う

要
求

す
る

行
為

 
 
カ

 
ア

か
ら

オ
ま

で
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
工

事
に

支
障

を
生

じ
さ

せ
る

等
一

切
の

行
為

建
設

業
退

職
金

共
済

制
度

に
係

る
事

務
手

続
き

建
設

業
退

職
金

共
済

制
度

に
係

る
事

務
手

続
き

に
つ

い
て

建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
に
係
る
事
務
手
続
き
に
つ
い
て
は
下
記
の
と
お
り
と
す
る
。

１
 
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
へ
の
加
入

　
 
受
注
者
は
、
三
重
県
公
共
工
事
共
通
仕
様
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
に
該
当
す
る
場
合
は
同
制
度
に
加
入
す
る
こ
と
。

２
 
契
約
締
結
時
の
提
出
書
類

　
 
工
事
の
受
注
者
は
、
必
要
な
枚
数
の
共
済
証
紙
を
購
入
し
、
原
則
と
し
て
契
約
締
結
後
１
ヶ
月
以
内
に
、
取
扱
機
関
か
ら
交
付
さ
れ
る
掛
金
収
納
書
を
「
掛
金
収
納

書
提
出
用
台
紙
」
に
添
付
し
て
、
調
達
契
約
課
の
確
認
を
受
け
た
後
、
工
事
担
当
課
へ
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
電
子
申
請
方
式
に
よ
り
退
職
金
ポ
イ
ン
ト
を
購
入
す

る
場
合
は
、
契
約
締
結
後
原
則
と
し
て
４
０
日
以
内
に
、
電
子
申
請
専
用
サ
イ
ト
で
発
行
さ
れ
る
掛
金
収
納
書
（
電
子
申
請
方
式
）
に
つ
い
て
、
調
達
契
約
課
の
確
認
を

受
け
た
後
、
工
事
担
当
課
へ
提
出
す
る
こ
と
。
自
社
で
退
職
金
制
度
が
あ
る
等
の
理
由
に
よ
り
、
証
紙
を
購
入
し
な
い
場
合
は
「
建
設
業
退
職
金
共
済
証
紙
購
入
適
用
除

外
届
」
に
つ
い
て
、
調
達
契
約
課
の
確
認
を
受
け
た
後
、
工
事
担
当
課
へ
提
出
す
る
こ
と
。

３
 
共
済
証
紙
購
入
額

 
 
 
掛
金
収
納
書
提
出
用
台
紙
の
「
当
該
工
事
に
お
け
る
共
済
証
紙
購
入
の
考
え
方
」
１
～
４
に
よ
る
も
の
と
し
、
当
該
労
働
者
の
就
労
予
定
延
べ
人
数
や
、
当
該
工
事

に
お
け
る
労
働
者
の
制
度
加
入
率
の
把
握
に
努
め
、
「
考
え
方
」
２
又
は
３
に
よ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
で
す
が
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
は
「
考
え
方
」
１
と
し
、
契
約

金
額
（
税
込
）
の
１
０
０
０
分
の
１
．
７
以
上
を
目
途
と
す
る
こ
と
。

４
 
共
済
証
紙
等
の
管
理

 
 
 
購
入
し
た
共
済
証
紙
に
つ
い
て
は
、
「
工
事
別
共
済
証
紙
受
払
簿
」
を
作
成
し
購
入
枚
数
や
交
付
枚
数
の
管
理
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
適
切
に
対
象
労
働
者
の
就

労
状
況
等
を
把
握
し
、
共
済
証
紙
の
交
付
等
を
行
う
こ
と
。

５
 
工
事
完
成
後
の
提
示
書
類

 
 
 
工
事
完
成
後
、
速
や
か
に
「
掛
金
充
当
実
績
総
括
表
」
を
作
成
し
、
工
事
担
当
課
へ
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
時
、
掛
金
充
当
日
数
と
証
紙
購
入
日
数
に
概
ね
齟

齬
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
，
事
務
手
続
き
の
履
行
状
況
を
確
認
す
る
た
め
，
必
要
に
応
じ
て
「
工
事
別
共
済
証
紙
受
払
簿
」
又
は
そ
の
他
関
連
書
類

の
提
示
を
求
め
る
場
合
が
あ
る
。

６
 
建
設
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
シ
ス
テ
ム
の
活
用

　
 
建
設
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
シ
ス
テ
ム
（
以
下
，
C
C
U
S
 
と
い
う
。
）
に
事
業
者
登
録
を
行
っ
て
い
る
受
注
者
は
，
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
の
設
置
等
の
就
業
履
歴
が
蓄
積
可
能

な
環
境
整
備
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
，
C
C
U
S
 
の
活
用
に
よ
り
対
象
労
働
者
の
就
労
状
況
等
を
適
切
に
把
握
し
，
就
業
履
歴
数
と
対
象
労
働
者
の
就
労
状
況
報
告
と
の
間

で
齟
齬
が
生
じ
な
い
よ
う
に
留
意
す
る
こ
と
。

（
注

）
上

記
受

託
業

務
事

項
・

条
件

及
び

内
容

の
レ

印
当

該
欄

は
、

作
業

に
当

た
っ

て
制

約
を

受
け

る
事

と
な

る
の

で
明

示
す

る
。

　
　

　
明

示
事

項
に

変
更

が
生

じ
た

場
合

及
び

明
示

さ
れ

て
い

な
い

制
約

等
が

発
生

し
た

と
き

は
、

発
注

者
と

別
途

協
議

し
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

　
　

　
別

途
協

議
と

は
、

設
計

・
現

場
説

明
又

は
作

業
打

合
せ

等
に

よ
り

協
議

す
る

も
の

と
す

る
。
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特
記
仕
様
書
（
施
工
条
件
明
示
一
覧
表
）

№
9

明
　

示
　

項
　

目
明

　
　

示
　

　
事

　
　

項
条

　
　

　
件

　
　

　
及

　
　

　
び

　
　

　
内

　
　

　
容

そ
の

他
☑

☑

□
そ

の
他

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

 
⑶

 
「

下
請

負
人

等
」

と
は

、
工

事
に

係
る

下
請

負
人

、
資

材
業

者
、

運
搬

業
者

、
測

量
業

者
及

び
設

備
・

物
品

納
入

業
者

等
を

い
う

。

４
 
工

事
説

明
の

進
め

方
 
⑴

 
発

注
者

は
、

発
注

前
に

地
元

代
表

者
等

と
工

事
の

目
的

、
内

容
・

効
果

、
工

事
実

施
の

条
件

等
に

つ
い

て
協

議
を

整
え

発
注

し
、

受
注

者
決

定
後

、
工

事
名

、
工

事
場

所
、

工
期

及
び

受
注

者
に

つ
い

て
地

元
代

表
者

等
に

依
頼

し
て

、
施

工
近

隣
住

民
に

周
知

を
行

う
。

 
⑵

 
受

注
者

は
、

受
注

後
速

や
か

に
施

工
計

画
書

を
作

成
す

る
こ

と
と

し
、

発
注

者
に

よ
る

周
知

を
行

っ
た

後
、

工
事

開
始

時
期

、
工

事
実

施
期

間
、

交
通

規
制

方
法

な
ど

工
事

施
工

に
関

す
る

こ
と

を
、

地
元

代
表

者
等

に
説

明
す

る
こ

と
。

そ
の

上
で

工
事

施
工

に
関

す
る

こ
と

以
外

の
工

事
の

目
的

、
内

容
・

効
果

等
受

注
者

の
み

で
対

応
で

き
な

い
説

明
を

求
め

ら
れ

た
場

合
に

は
、

発
注

者
が

同
行

の
も

と
説

明
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 
⑶

 
受

注
者

は
、

地
元

代
表

者
等

へ
の

説
明

後
、

共
仕

の
「

工
事

中
の

安
全

確
保

（
工

事
説

明
書

）
」

に
基

づ
き

、
必

要
に

応
じ

て
、

工
事

内
容

、
工

事
実

施
期

間
、

交
通

規
制

方
法

及
び

受
注

者
連

絡
先

を
記

し
た

工
事

へ
の

協
力

を
求

め
る

た
め

の
文

書
を

作
成

し
、

配
布

す
る

な
ど

工
事

現
場

の
説

明
性

の
向

上
を

図
る

も
の

と
す

る
。

 
⑷

 
受

注
者

の
説

明
に

対
し

、
地

元
代

表
者

等
の

協
力

を
得

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

は
、

工
事

名
、

工
事

場
所

、
工

期
及

び
受

注
者

に
つ

い
て

施
工

近
隣

住
民

等
へ

各
戸

配
布

に
よ

り
周

知
し

、
協

力
を

求
め

る
な

ど
受

注
者

及
び

発
注

者
で

協
議

し
、

工
事

を
進

め
る

も
の

と
す

る
。

 
⑸

 
工

事
着

手
後

、
施

工
方

法
等

に
変

更
が

生
じ

た
場

合
は

、
必

要
に

応
じ

、
受

注
者

は
地

元
代

表
者

等
に

説
明

す
る

こ
と

。
ま

た
、

工
事

の
施

工
に

関
す

る
苦

情
や

要
望

は
、

受
注

者
が

対
応

に
あ

た
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

受
注

者
の

責
務

を
果

た
し

た
う

え
で

受
注

者
の

み
で

解
決

が
困

難
な

場
合

は
、

発
注

者
も

同
行

し
、

対
応

に
当

た
る

も
の

と
す

る
。

 
⑹

 
受

注
者

は
、

地
元

調
整

を
行

っ
た

場
合

は
工

事
実

施
に

向
け

て
調

整
及

び
協

議
し

た
経

緯
を

記
録

し
た

書
面

、
配

布
し

た
文

書
等

を
工

事
打

合
せ

簿
に

添
え

て
監

督
員

に
提

出
す

る
こ

と
。

５
 
不

当
要

求
行

為
等

 
⑴

 
受

注
者

は
、

不
当

要
求

行
為

等
を

受
け

た
場

合
は

、
速

や
か

に
発

注
担

当
部

(
局

)
の

部
次

長
等

（
津

市
事

務
分

掌
規

則
（

平
成

１
８

年
１

月
１

日
規

則
第

６
号

）
第

４
条

第
１

項
第

２
号

に
規

定
す

る
部

次
長

、
同

条
第

２
号

の
２

項
に

規
定

す
る

局
次

長
、

同
条

第
２

項
に

規
定

す
る

所
長

及
び

同
条

第
５

項
第

２
号

に
規

定
す

る
担

当
参

事
を

い
う

。
）

に
報

告
す

る
と

と
も

に
、

所
轄

の
警

察
署

及
び

暴
力

追
放

三
重

県
民

セ
ン

タ
ー

に
通

報
を

行
う

も
の

と
す

る
。

ま
た

、
下

請
負

人
等

が
不

当
要

求
行

為
等

を
受

け
た

場
合

は
、

そ
の

事
実

を
受

注
者

か
ら

発
注

担
当

部
(
局

)
の

部
次

長
等

へ
報

告
す

る
と

と
も

に
、

下
請

負
人

等
に

所
轄

の
警

察
署

及
び

暴
力

追
放

三
重

県
民

セ
ン

タ
ー

へ
通

報
を

さ
せ

る
も

の
と

す
る

。
 
⑵

 
受

注
者

に
よ

る
地

元
調

整
に

お
い

て
、

発
注

者
が

同
行

し
た

際
に

、
不

当
要

求
行

為
等

を
受

け
た

場
合

は
、

受
注

者
、

発
注

者
双

方
が

所
轄

の
警

察
署

及
び

暴
力

追
放

三
重

県
民

セ
ン

タ
ー

に
通

報
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 
⑶

 
受

注
者

及
び

下
請

負
人

等
は

、
不

当
要

求
等

を
受

け
た

事
実

を
記

録
し

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

最
終

変
更

設
計

図
面

・
竣

工
図

面
延

長
、

使
用

材
料

、
舗

装
復

旧
面

積
等

に
変

更
が

生
じ

た
場

合
は

、
監

督
員

の
指

定
す

る
方

法
で

当
初

図
面

の
修

正
を

行
い

、
指

定
す

る
日

時
ま

で
に

提
出

す
る

こ
と

。
ま

た
、

最
終

変
更

設
計

書
図

面
(
変

更
が

生
じ

な
か

っ
た

場
合

は
当

初
図

面
)
及

び
竣

工
図

を
監

督
員

の
確

認
を

受
け

た
後

、
ト

レ
ー

シ
ン

グ
ペ

ー
パ

ー
(
A
2
)
及

び
C
D
-
R
(
メ

デ
ィ

ア
本

体
に

工
事

名
、

工
期

及
び

請
負

業
者

名
を

記
入

)
を

T
I
F
F
フ

ァ
イ

ル
及

び
当

初
図

面
を

修
正

し
た

フ
ァ

イ
ル

で
工

事
完

了
後

７
日

以
内

に
提

出
す

る
こ

と
。

（
注

）
上

記
受

託
業

務
事

項
・

条
件

及
び

内
容

の
レ

印
当

該
欄

は
、

作
業

に
当

た
っ

て
制

約
を

受
け

る
事

と
な

る
の

で
明

示
す

る
。

　
　

　
明

示
事

項
に

変
更

が
生

じ
た

場
合

及
び

明
示

さ
れ

て
い

な
い

制
約

等
が

発
生

し
た

と
き

は
、

発
注

者
と

別
途

協
議

し
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

　
　

　
別

途
協

議
と

は
、

設
計

・
現

場
説

明
又

は
作

業
打

合
せ

等
に

よ
り

協
議

す
る

も
の

と
す

る
。
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労働環境の確保に係る誓約事項 

 

 津市公契約条例（以下「条例」という。）第６条の規定により、下記事項につ

いて了承し、遵守することを誓約します。 

 また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、

契約解除及び違約金徴収について異議はありません。 

記 

１ 津市公契約条例施行規則第８条に掲げる関係法令（次項において単に「関係

法令」という。）を遵守すること。 

２ 関係法令に違反し、関係機関から是正勧告等があった場合は、津市長又は津

市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。 

３ 条例第７条第１項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応

すること。 

４ 労働者が条例第９条第１項の規定による申出をしたことを理由に、当該労働

者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。 

５ 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。 

６ 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の

請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。 

７ 市長等が行う施策に協力すること。 

８ 労働報酬下限額の運用について 

⑴  受注者は、運用対象契約（以下「対象契約」という。）の受注関係者

（下請業者等）及び労働者（以下「対象労働者」という。）に、当該運用

について周知を徹底するとともに、労働状況台帳を津市へ提出することに

ついて、同意を得ること。 

⑵ 対象契約について、受注関係者から労働環境の確保に係る誓約書を提出さ

せること。 

⑶ 対象労働者には労働報酬下限額以上の賃金を支払うこと。 

⑷ 津市が指定する期日までに対象契約に係る労働状況台帳を提出すること。 

⑸ 津市が行う労働報酬下限額の運用に係るアンケート調査について協力する

こと。 

⑹ 受注者は、受注関係者の労働環境の確保に係る誓約書（写）、労働状況台

帳及びアンケート調査を取りまとめ、津市が指定する期日までに提出するこ

と。 

⑺ ⑴から⑹に掲げるもののほか、その他労働報酬下限額の運用に関して行う

事務は、津市公契約条例労働報酬下限額運用マニュアルに基づき、適切に履

行すること。 

⑻ 労働報酬下限額の運用に関する津市からの案内、通知及び指導には、誠実

に対応すること。 
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